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現時点での計画イメージを示しているものです。 

そのため、今後本委員会での意見や検討状況によ

って、数値や内容などが変わりますことをあらかじ

めご了承いただきますようお願いします。 
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第１章 計画の策定にあたって 

第１節 計画策定の背景と趣旨 

１ 計画策定の趣旨 

本格的な人口減少社会の到来を迎えた我が国において、総人口に占める 65 歳以上の高

齢者人口の割合（高齢化率）は令和元年 10月１日現在 28.4％と過去最高を更新していま

す。また、社会人口問題研究所の推計では、2040 年には高齢者のいる世帯に占める一人

暮らしの割合は４割にのぼり、75歳以上の一人暮らしも 500万人を超えると推計されて

いることから、地域とのつながりが希薄な世帯の社会的孤立が問題となっています。将来

的にもさらなる高齢化の進展が見込まれており、安心して暮らし続けることのできる地域

社会を形成していくことは、大きな課題となっています。 

介護保険制度は、高齢者が、介護が必要となった場合にも、地域で安心して生活できる

環境を整備するために、平成 12 年に創設されました。高齢化のさらなる進展や社会状況

の変化を背景に、これまで数度の制度改正が行われており、平成 23 年（2011 年）の制

度改正以降は、団塊の世代が後期高齢者となる 2025年（令和７年）を見据えて、高齢者

が地域で自立した生活を営めるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援サービスが切れ

目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築とその深化が進められてきました。 

3年を 1期とする介護保険事業計画は第８期を迎え、今後は、団塊ジュニア世代が高齢

者となり、生産年齢人口（15～64歳人口）が急減するという新たな局面を迎える 2040

年（令和 22 年）を展望し、地域包括ケアシステムの一層の推進と介護予防・健康づくり

の推進（健康寿命の延伸）、「共生」･「予防」を両輪とする認知症施策の総合的推進、介護

現場の革新（人材確保・生産性の向上）等の取組を進めることが求められています。 

 

佐賀中部広域連合（以下、「本広域連合」という。）では、「介護が必要となっても その人

らしく暮らし続けることができる地域社会の構築」を基本理念に、「佐賀中部広域連合介護

保険事業計画」を策定し、「地域包括ケアシステム」の構築・深化に向けた取組を進めてき

ました。 

本広域連合では、これまでの取組の方向性を引き継ぎつつ、国における制度改正や本広

域連合における高齢者の実情を踏まえた見直しを行い、高齢者福祉のさらなる充実と、持

続可能で安定した介護保険事業の推進に向け、基本的な方向性と具体的な施策を明らかに

することを目的として、「第８期佐賀中部広域連合介護保険事業計画」（以下、「本計画」と

いう。）を策定します。 
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２ 介護保険制度等の改正の動向 

（１）地域共生社会の実現のための改正 

令和 2 年 6 月、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」

が公布され、次のことを目指し、介護保険法の一部改正も行われました。 

ア 地域住民の複雑化・複合化した 支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制

の構築の支援 

   地域住民が抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事

業及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備 

イ 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

   地域支援事業における関連データの活用の努力義務等 

ウ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 

   医療保険レセプト情報等のデータベースや介護保険レセプト情報等のデータベー

ス等の連結精度向上のための正確、安全な連結を可能とする方策等 

エ 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

   介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取

組の追加等 

オ そのほか、社会福祉法改正による社会福祉連携推進法人制度の創設 

 

（２）要介護認定の有効期間の見直し 

  高齢者の増加に伴う認定事務負担の増大等の中、要介護認定を遅滞なく適正に実施

するため、更新認定の直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者の有効期間の上

限を３６か月から４８か月に拡大 

 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の弾力化 

  要支援者等に加え、要介護者も対象とすることを可能とする等の弾力化 

 

（４）利用者の費用負担等に関する見直し 

 ア 施設における食費や居住費について、在宅で介護を受ける方との公平性から、能

力に応じた負担となるよう所得段階間の均衡を図る見直し 

 イ 高額介護（予防）サービス費について、医療保険の高額療養費制度における負担

限度額に合わせ、上限額を上げる見直し 
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３ 第８期介護保険事業計画における基本的視点 

（１）2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

団塊世代が 75 歳以上の後期高齢者となる 2025 年（令和７年）、さらには団塊ジュニ

ア世代が 65歳以上となる 2040年（令和 22年）を見据えて、市町村や保険者は、介護

需要の見込に合わせて、過不足ないサービス基盤の整備を図ることが求められています。 

 

（２）地域共生社会の実現 

平成 29年（2017 年）、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」が成立し、地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路で社会とつな

がり参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実

現に向けた方向性が示されました。介護保険事業計画においても、その理念や考え方を踏

まえた包括的な支援体制の整備や具体的な取組が重要となっています。 

 

（３）介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

高齢者をはじめ、だれもが役割を持って活躍できる社会を実現するためには、多様な就

労・社会参加ができる環境整備を進めることが必要です。 

介護保険制度としても、特に介護予防・健康づくりの取組を強化して健康寿命の延伸を

図ることが求められています。一般介護予防事業の推進に関しては、計画的な推進にあた

ってのデータの利活用とそのための環境整備、専門職の関与や健康づくりに関する事業等

との連携、在宅医療・介護連携の推進における看取りや認知症への対応強化、要介護（支

援）者に対するリハビリテーションの目標設定等が重要となっています。 

 

（４）有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・ 

市町村間の情報連携の強化 

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の定員数は、全国的に大きく増加し、多

様な介護需要の受け皿としての役割を担っています。高齢者が住み慣れた地域において暮

らし続けるため、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅のように、「自宅」と「介

護施設」の中間に位置するような住宅や生活面で困難を抱える高齢者のため、住まいと生

活支援を一体的に提供する取組も進められています。こうした状況を踏まえ、有料老人ホ

ームとサービス付き高齢者向け住宅の質を確保するとともに、適切にサービス基盤整備を

進めるため、都道府県と市町村（保険者）は、住宅型有料老人ホームに関する情報連携を

強化し、サービス基盤整備を適切に進めていくことが求められています。  
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（５）認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

令和元年６月に取りまとめられた「認知症施策推進大綱」では、認知症の発症を遅らせ、

認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指して、認知症の人や家族の

視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とし、①普及啓発・本人発信支援 ②

予防 ③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 ④認知症バリアフリーの推進・若

年性認知症の人への支援・社会参加支援 ⑤研究開発・産業促進・国際展開の５つの柱に

基づいて施策を推進することが求められています。 

「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、認知症があ

ってもなくても同じ社会でともに生きるという意味があります。また、「予防」とは、「認

知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても

進行を緩やかにする」ことを意味しています。誤った受け止めによって新たな偏見や誤解

が生じないよう、「共生」を基盤としながら取組を進める等の配慮が必要であり、教育等他

の分野とも連携して取組を進めることが重要となっています。 

 

 

（６）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の 

取組の強化 

現状の介護人材不足に加え、2025 年（令和７年）以降は現役世代（担い手）の減少も

顕著となることから、地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保が大きな課題となり

ます。介護人材の確保については、都道府県と市町村（保険者）とが連携を強化するとと

もに、介護保険事業計画に介護人材の確保に向けた取組方針等を記載し、計画的な推進を

図ることが必要となっています。また、総合事業等の担い手を確保する取組や、介護現場

の業務改善や文書量削減、ロボット・ＩＣＴの活用の推進等による業務の効率化の取組を

強化することが重要となっています。 

 

（７）災害や感染症対策に係る体制整備 

近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、都道府県と市町

村（保険者）においては、①介護事業所等と連携し防災や感染症対策についての周知啓発、

研修、訓練を実施すること ②関係部局と連携して、介護事業所等における災害や感染症

の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備すること ③都

道府県、市町村、関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制を構築するこ

とが重要となっています。 
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第２節 計画の位置づけと期間 

１ 計画の法的根拠 

本計画は、介護保険法第 117条の規定に基づき市町村（保険者）が定める「介護保険事

業計画」であり、要支援・要介護認定者数の推計や各種サービスの利用意向などから算定

された介護保険サービスの見込量、サービス提供体制の確保方策など、介護保険事業の円

滑な実施に関する事項を定める計画です。 

また、本計画は、介護保険法に基づき国が定める基本指針（介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施を確保するための基本的な指針）の内容を踏まえ、策定しています。 

 

２ 他の計画との関係 

本計画は、佐賀県が策定する「さがゴールドプラン 21」、「佐賀県地域医療構想」との整

合性を図りながら、佐賀中部広域連合の構成市町が策定する「高齢者（保健）福祉計画」と

の連携・調和を保ち事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携・調和による事業展開 

【構成市町】 

高齢者（保健）福祉計画 

【佐賀中部広域連合】 

第８期佐賀中部広域連合 

介護保険事業計画 

（本計画） 

 

整合 

【佐賀県】 

 佐賀県地域医療構想 
さがゴールドプラン 21 
（佐賀県高齢者保健福祉計画・ 

佐賀県介護保険事業支援計画） 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの 3年間とします。また、団塊の世代

が後期高齢者となる 2025年度（令和 7年度）、15歳～64歳の生産年齢人口が急減する

2040 年度（令和 22年度）を見据え、地域包括ケアシステムの推進と持続可能なサービ

ス基盤、人的基盤の整備を図ります。 

 

（年度） 

2018 

（Ｈ30） 

2019 

（Ｒ1） 

2020 

（Ｒ2） 

2021 

（Ｒ3） 

2022 

（Ｒ4） 

2023 

（Ｒ5） 

2024 

（Ｒ6） 

2025 

（Ｒ7） 

2026 

（Ｒ8） 
・・・ ・・・ 

2040 

（Ｒ22） 

            

 

 

第３節 計画の策定方法と推進体制 

１ アンケート調査の実施 

本計画の策定に先立ち、今後の高齢者支援施策の検討の基礎資料とすることを目的とし

て、高齢者の日常生活や介護予防と要介護リスクに関する状況等を明らかにするための「介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査」と、在宅で生活する要支援・要介護認定者と介護・介助

する家族の実態等について明らかにするための「在宅介護実態調査」を実施しました。 

 

２ 介護保険事業計画策定委員会における審議 

介護保険事業の運営には、幅広い関係者の協力を得て、地域の実情に応じたものとする

ことが求められます。本広域連合では、本計画の策定にあたり、「佐賀中部広域連合介護保

険事業計画策定委員会」での審議を行いました。同委員会では学識経験者、保健医療関係

者、福祉関係者、被保険者代表者等の参加により、さまざまな見地から検討を行うととも

に、構成市町との連携を取りながら、審議を行いました。 

 

 

  

第８期計画 

（本計画） 
第９期計画 ・・・ 第７期計画 ・・・ ・

・・ 

2040 年度を見据え策定 
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３ 本広域連合の構成団体と日常生活圏域 

（１）広域化の意義 

介護保険制度を円滑に運営し、必要なサービスを公平に提供するためには、地域住民に

最も身近な行政主体である市町村が保険者となり、地域の限られた資源を有効に活用して

取り組むことが重要です。しかし、地域内のサービス提供体制の現状や高齢者の状況、ニ

ーズなどを考えたとき、個々の市町村で必要なサービスを提供することが困難な場合があ

ります。 

そこで平成 11 年２月に、佐賀市、多久市、佐賀郡、神埼郡及び小城郡の高齢者のニー

ズに沿った広域的観点から、サービス提供体制の構築や保険料の平準化を図ることを目的

として、構成市町村が一体となった「佐賀中部広域連合」を設立し、合理的、効率的で住民

により身近な介護保険制度の実現を目指しました。 

現在の構成市町は、市町村合併により、佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町の

４市１町となっています。 

本広域連合は、介護保険事業における広域行政を展開することによって、①認定基準、

給付、保険料の平準化 ②介護認定審査会における専門的な人材の確保 ③多様なサービ

ス資源の確保及び適切かつ円滑な調整 ④安定した保険財政の確保 ⑤運用コストの大幅

な節減等によるスケールメリットを生かします。 

（２）本広域連合の日常生活圏域 

日常生活圏域とは、住民の生活を支援する基盤を身近な生活圏域で整備するために、地

理的条件や人口、交通事情などを勘案して、本広域連合をいくつかの地域に分けたもので

す。 

本広域連合は、『地域住民の生活を支える基盤には、保健・福祉や医療関連の施設だけで

はなく、「住まい」や公共施設、交通網、さらには社会資源をつなぐ人的ネットワークも重

要な要素であり、地域ケアを充実させるためには、これらが有機的に連携し、地域住民の

生活を支えるものとして、機能することが重要になってくる』（厚生労働省老健局「平成 16

年 11月 10日全国介護保険担当課長会議」資料より抜粋）という定義をもとに、23圏域

を設定しています。 
 

佐
賀
中
部 

広
域
連
合 

構成市町 日常生活圏域 

佐賀市（15 圏域） 
佐賀、城南、昭栄、城東、城西、城北、金泉、鍋島、 

諸富・蓮池、大和、富士、三瀬、川副、東与賀、久保田 

多久市（1 圏域） 多久市全体 

小城市（３圏域） 小城、小城北、小城南 

神埼市（３圏域） 神埼、神埼北、神埼南 

吉野ヶ里町（１圏域） 吉野ヶ里町全体 
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44,257 45,402 46,247 47,307 47,834 48,991 

46,702 47,714 48,655 49,213 49,812 50,019 

90,959 93,116 94,902 96,520 97,646 99,010 

26.1
26.8 27.3

27.9 28.3
28.9 

10.0

14.0

18.0

22.0

26.0

30.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

高齢化率

（％）
高齢者人口

（人）

前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上） 高齢化率

第２章 高齢者を取り巻く現状と将来展望 

第１節 総人口及び高齢者人口等の推移 

１ 人口推移 

総人口や第 2号被保険者が減少傾向にある中、高齢者人口が増加傾向となっており、高

齢化率（総人口に占める高齢者人口の割合）が上昇しています。 

第 7期計画期間中の平成 30年から令和２年までの総人口等の見込みを実績と比較する

と、総人口、高齢者人口、第２号被保険者数は、おおむね見込み通りで推移しています。 

 

■高齢者人口及び高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人口等の推移及び第７期の見込みと実績値の比較 

（単位：人） 

 平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成30年 令和元年 令和２年 

見 込 実 績 見 込 実 績 見 込 実 績 

総人口 348,811 347,116 347,740 345,929 346,543 344,117 344,770 342,305  343,081  

高齢者人口 90,959 93,116 94,902 96,154 96,520 97,407 97,646 98,660  99,010  

前期高齢者 44,257 45,402 46,247 46,973 47,307 47,699 47,834 48,425  48,991  

後期高齢者 46,702 47,714 48,655 49,181 49,213 49,708 49,812 50,235 50,019 

第2号被保険者 114,253 113,155 112,675 111,518 111,699 110,358 110,974 109,200 110,338 

高齢化率 26.1% 26.8% 27.3% 27.8% 27.9% 28.3% 28.3% 28.8% 28.9％ 

資料：Ｈ27～Ｒ元は各年9月末現在（本広域連合による把握値）。Ｒ2は構成市町別の住民基本台帳人口合計値。 
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平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

佐賀中部広域連合 26.1 26.8 27.3 27.9 28.3

佐賀県 27.7 28.3 29.0 29.6 30.1

全国 26.7 27.3 27.7 28.1 28.4

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

高齢化率

(％）

佐賀中部広域連合 佐賀県 全国

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

佐賀中部広域連合 13.4 13.7 14.0 14.2 14.4

佐賀県 14.5 14.8 15.1 15.2 15.5

全国 12.8 13.3 13.8 14.2 14.7

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

後期高齢化率

(％）

佐賀中部広域連合 佐賀県 全国

２ 高齢化率の比較 

高齢化率を全国、佐賀県と比較すると、平成 27年以降、本広域連合の高齢化率は全国、

佐賀県を下回って推移しており、令和元年においては、全国値と同水準となっています。 

後期高齢化率（総人口に占める 75 歳以上人口の割合）は、平成 27 年以降、佐賀県よ

り低く、全国より高く推移していましたが、平成 30 年以降、全国と同水準となっていま

す。 

国では、全国的に団塊の世代が75歳以上となる2025年、高齢者人口がピークを迎え、

現役世代が急減する 2040年を見据え、社会保障制度を持続可能なものとしていくことが

求められています。第 8期計画の策定においても、本広域連合の人口推計を行い、今後の

人口構造の変化、高齢者数のピーク等を見据えたうえで、各サービスの見込みや施策の検

討を行う必要があります。 

 

■国・県・連合の高齢化率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：【佐賀中部広域連合】本広域連合による把握値（各年9月末現在） 

【佐賀県・全国】推計人口を基に算出（各年9月末現在） 

  



 

10 

3,198 3,280 3,367 3,495 3,429 3,403 

3,178 3,314 3,395 3,511 3,597 3,706 

4,247 4,452 4,618 4,724 4,862 5,005 

2,436 2,432 2,420 2,518 2,465 2,412 
2,324 2,409 2,315 2,379 2,393 2,388 1,634 1,646 1,678 1,608 1,612 1,566 1,236 1,273 1,287 1,255 1,160 1,119 18,253 18,806 19,080 19,490 19,518 19,599 

19.6 19.8 19.7 19.8 19.6 
19.5 

18.0
18.0 18.1

18.3
18.5 18.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

認定率

（％）
認定者数

（人）

総 数

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

認定率（佐賀中部広域連合）

認定率（全国）

３ 要介護度別認定者数の推移 

（１）要介護度別認定者数の推移 

認定者数の推移を見ると総数は増加傾向にあります。平成 27 年と令和２年を比較する

と、要介護 1 は 758 人、要支援 2 は 528 人、要支援 1 は 205 人と、軽度の認定者が

増加傾向となっています。認定率の推移を見ると、19％台で横ばいに推移し、令和２年で

19.5%となっています。全国と比較すると、本広域連合は、平成 28年で 1.8ポイント全

国を上回っていましたが、その差は年々縮小しており、令和２年には 0.9 ポイント差とな

っています。 

第７期計画における認定者数の見込みと実績を比較すると、平成３０年ではほぼ見込み

どおりの認定者数でしたが、年を追うごとに乖離が生じ、令和２年では全体の見込みの

94.5%となりました。 

認定者総数に占める各介護度の割合を佐賀県、全国と比較すると、本広域連合では要支

援 1～要介護 1の軽度認定者が約 6割を占め、佐賀県、全国と比較しても高いことがわか

ります。また、要介護 4・5の重度認定者の割合は、合わせて 13.7％となっており、佐賀

県、全国と比べ、低くなっています。 

 

■要介護度別認定者数と認定率の推移 ※認定率には、2号認定を含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：［平成27年～令和元年］介護保険事業状況報告（各年9月末現在） 

［令和２年］本広域連合による把握値（9月末現在） 
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17.4

15.1 

14.0 

18.9

15.2 

14.0 

25.5

24.9 

20.3 

12.3

14.4 

17.2 

12.2

12.9 

13.2 

8.0

10.5 

12.4 

5.7

7.0 

8.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

佐賀中部

広域連合

佐賀県

全国

（％）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

■第7期計画見込みと実績の比較 

（単位：人）       

 
平成30年 令和元年 令和２年 

見 込 実 績 計画値比 見 込 実 績 計画値比 見 込 実 績 計画値比 

要支援１ 3,447 3,495 101.4% 3,521 3,429 97.4% 3,592 3,403 94.7% 

要支援２ 3,537 3,511 99.3% 3,679 3,597 97.8% 3,826 3,706 96.9% 

要介護１ 4,837 4,724 97.7% 5,071 4,862 95.9% 5,312 5,005 94.2% 

要介護２ 2,414 2,518 104.3% 2,401 2,465 102.7% 2,385 2,412 101.1% 

要介護３ 2,376 2,379 100.1% 2,445 2,393 97.9% 2,544 2,388 93.9% 

要介護４ 1,687 1,608 95.3% 1,707 1,612 94.4% 1,727 1,566 90.7% 

要介護５ 1,310 1,255 95.8% 1,336 1,160 86.8% 1,355 1,119 82.6% 

計 19,608 19,463 99.3% 20,160 19,518 96.8% 20,741 19,599 94.5% 

資料：［平成30年、令和元年］介護保険事業状況報告（各年9月末現在） 

［令和２年］本広域連合による把握値（9月末現在） 

 

■認定者総数に占める各介護度の割合の比較（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：【佐賀中部広域連合】本広域連合による把握値（9月末現在） 

【佐賀県・全国】介護保険事業状況報告（9月末現在） 
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1.6 1.2 1.4

8.4
6.5 6.4

19.4
15.2 13.9

1.4 1.3 1.6

6.9
6.6 7.0

23.8

23.3
22.5

0.9 1.0 1.4

3.8
4.2 5.3

18.1

19.5 23.1

3.9 3.5 4.3

19.2
17.3

18.7

61.3

58.0
59.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

佐賀中部

広域連合

佐賀県 全国 佐賀中部

広域連合

佐賀県 全国 佐賀中部

広域連合

佐賀県 全国

65～74歳 75～84歳 85歳以上

（％）

要介護３～５

要介護１・２

要支援１・２

（２）年齢別認定率の比較（全国・佐賀県・佐賀中部広域連合） 

令和２年における年齢別認定率（各年齢区分における認定者数の割合）をみると、本広

域連合は 65～74 歳で 3.9％、75～84 歳で 19.2％、85 歳以上で 61.3％となってお

り、75～84歳、85歳以上で、佐賀県、全国を上回っています。 

介護度別にみると、65～74 歳、75～84 歳、85 歳以上のいずれの年齢区分でも、本

広域連合は佐賀県、全国に比べ、要支援 1・2 の割合が高く、要介護３～５の割合が低く

なっています。特に、85歳以上では、本広域連合の要支援 1・2認定率は 19.4％と佐賀

県、全国より 4.2 ポイント以上高く、要介護 3～5 認定率は 18.1％と、1.4 ポイント以

上低くなっています。 

「（１）要介護度別認定者数の推移」の傾向も踏まえると、本広域連合では、①重度の認

定者数の増加が緩やか、②全国等と比較して、後期高齢の認定率が高いが、軽度の認定者

の割合が高い、といった特徴がみられます。 

 

■年齢区分別の認定率の比較（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：【佐賀中部広域連合】本広域連合による把握値（9月末現在） 

【佐賀県・全国】介護保険事業状況報告（9月末現在）  
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第２節 人口及び要支援要介護認定者数等の推計 

１ 総人口及び高齢者人口等の推計 

本計画の高齢者人口推計については、令和２年９月末現在の住民基本台帳人口をもとに、

国立社会保障・人口問題研究所による出生・死亡、転入出に関する仮定に基づき、コーホー

ト要因法※を用いて、構成市町ごとの各年９月末の値を算出しています。 

これによると、令和２年実績値で 343,081人である総人口は、令和５年計画値では

338,554人となり、4,527人の減少となっています。一方、65歳以上の高齢者人口（第

１号被保険者）は、99,010人から 100,946人へと、1,936人の増加となっています。 

前期高齢者・後期高齢者で分けてみると、第８期計画期間中に「団塊の世代」が後期高齢者

に差し掛かることから、前期高齢者は減少傾向、後期高齢者が増加傾向となっています。 

これらの結果、高齢化率は令和２年の 28.9％から令和５年には 29.8％と、0.9ポイン

トの上昇が見込まれます。また、後期高齢化率は、令和２年の 14.6％から令和５年には

16.0％と、1.4ポイントの上昇が見込まれます。 

 

■総人口及び高齢者人口等の推計（各年９月末） 

（単位：人） 

 平成 

29年 

平成30年 令和元年 令和２年 

第７期 

計画値 
実 績 

第７期 

計画値 
実 績 

第７期 

計画値 
実 績 

総人口 347,740 345,929 346,543 344,117 344,770 342,305 343,081 

高齢者人口 94,902 96,154 96,520 97,407 97,646 98,660 99,010 

前期高齢者 46,247 46,973 47,307 47,699 47,834 48,425 48,991 

後期高齢者 48,655 49,181 49,213 49,708 49,812 50,235 50,019 

高齢化率 27.3% 27.8% 27.9% 28.3% 28.3% 28.8% 28.9% 

後期高齢化率 

（高齢者に占める割合） 

14.0% 

（51.3%） 

14.2% 

（-） 

14.2% 

（51.0%） 

14.4% 

（-） 

14.4% 

（51.0%） 

14.7% 

（-） 

14.6% 

（50.5%） 

第２号被保険者 112,675 111,518 111,699 110,358 110,974 109,200 110,338 

※実績：平成29年～令和元年は本広域連合把握値。令和２年は構成市町別の住民基本台帳人口合計値。 

 

 第８期計画値 中長期推計値 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年 

総人口 341,573 340,057 338,554 335,540 306,859 

高齢者人口（65歳以上） 99,655 100,302 100,946 102,241 105,421 

前期高齢者人口（65～74歳） 48,209 47,432 46,651 45,094 41,930 

後期高齢者人口（75歳以上） 51,446 52,870 54,295 57,147 63,491 

高齢化率 29.2% 29.5% 29.8% 30.5% 34.4% 

後期高齢化率 

（高齢者に占める割合） 

15.1% 

（51.6%） 

15.5% 

（52.7%） 

16.0% 

（53.8%） 

17.0% 

（55.9%） 

20.7% 

（60.2%） 

第２号被保険者（40～64歳） 109,880 109,425 108,968 108,053 92,585 

※令和３年～令和５年の値は令和２年～令和７年の間の値の按分値。 

※コーホート要因法：ある年の男女・年齢別人口を基準として、人口動態率や移動率などの仮定値を当てはめ

て将来人口を計算する方法。推計にあたっては、(1)基準人口、(2)将来の生残率、(3)将来の移動率、(4)将

来の子ども女性比、(5)将来の 0～4歳性比が必要となる。  
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46,247 47,307 47,834 48,991 48,209 47,432 46,651 45,094 41,930

48,655 49,213 49,812 50,019 51,446 52,870 54,295 57,147
63,49194,902 

96,520 97,646 99,010 99,655 100,302 100,946 102,241 
105,421 27.3 27.9 28.3 28.9 29.2 29.5 29.8 30.5 34.4

14.0 14.2 14.4 14.6 15.1 15.5 16.0
17.0 20.7

0.0
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16.0

20.0
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平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年

高齢化率

（％）

高齢者人口

（人）

前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上） 高齢化率 後期高齢化率

140,163 138,324 136,150 133,733 132,038 130,330 128,640 125,246
108,853

112,675 111,699 110,974 110,338 109,880 109,425 108,968 108,053

92,585

94,902 96,520 97,646 99,010 99,655 100,302 100,946 102,241

105,421

347,740 346,543 344,770 343,081 341,573 340,057 338,554 335,540

306,859

0
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100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年

（人）

0～39歳 第２号被保険者（40～64歳） 第１号被保険者（65歳以上）

■事業計画における高齢者人口・高齢化率の推計（各年９月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総人口・第２号被保険者数等の推計（各年９月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推計に使用したデータ】 

・住民基本台帳人口（構成市町別・令和２年９月末現在） 

・国立社会保障・人口問題研究所 平成30年３月30日公表資料「日本の地域別将来推計人口」より、生残率、

純移動率、子ども女性比、０～４歳性比  

  

第８期計画期間 

第８期計画期間 
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２ 要支援・要介護認定者数の推計 

要介護（要支援）認定者については、前述の人口推計をもとに、各年９月末の認定者数の

推計を行います。 

第８期計画では、「団塊の世代」が後期高齢者に差し掛かるため、高齢者人口の中でも、

後期高齢者の伸びが大きくなるものと見込んでいます。 

後期高齢者の人口は、前期高齢者に比べ認定を受けている割合が高いことから、認定者数

の推計全体に与える影響は大きくなると見込まれます。 

このため、認定者数については、男女別、年齢別（５歳刻み）、介護度別（７区分）の認

定率を用いて、高齢者数に乗じて算出するものとします。 

これによると、令和２年実績値で 19,599人である認定者数は、令和５年計画値では

20,899人となり、1,300人の増加となっています。65～74歳（前期高齢者）の認定者

数は、男性・女性ともに 900人台でおおむね横ばいとなっています。75歳以上（後期高

齢者）の認定者数は、男性で 486人、女性で 849人の増加となっており、前述の後期高

齢者数の増加に比例して、後期高齢者の認定者数が増加しています。 

これらの結果、令和２年実績値で 19.5％である認定率は、令和５年計画値で 20.4％と

なり、0.9ポイントの増加となっています。 

 

■認定者数の推移と推計（各年９月末） 

（単位：人） 

 実績 第８期計画 中長期推計 

 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年 

認定者数 19,080 19,490 19,518 19,599 20,142 20,516 20,899 21,658 26,705 

男
性 

40～64歳 204 191 183 170 174 174 174 174 152 

65～74歳 865 891 921 953 945 931 918 893 804 

75歳以上 4,269 4,370 4,397 4,468 4,644 4,796 4,954 5,264 7,210 

女
性 

40～64歳 165 169 157 156 153 153 153 152 128 

65～74歳 1,004 1,028 991 970 990 978 969 948 843 

75歳以上 12,573 12,841 12,869 12,882 13,236 13,484 13,731 14,227 17,568 

第１号被保険者

数（65歳以上の高

齢者） 

94,902 96,520 97,646 98,637 99,655 100,302 100,946 102,241 105,421 

第１号被保険者

数の認定率 
19.7% 19.8% 19.6% 19.5% 19.9% 20.1% 20.4% 20.9% 25.1% 

※実績：平成29年～令和元年の被保険者数は本広域連合把握値、認定者数は介護保険事業状況報告。  

令和２年の被保険者数は構成市町別の住民基本台帳人口合計値、認定者数は本広域連合把握値。 
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19,080 19,490 19,518 19,599 20,142 20,516 20,899 
21,658 

26,705 

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

平成29年

（実績）

平成30年

（実績）

令和元年

（実績）

令和２年

（実績）

令和３年

（計画）

令和４年

（計画）

令和５年

（計画）

令和７年

（推計）

令和22年

（推計）

総 数 19,080 19,490 19,518 19,599 20,142 20,516 20,899 21,658 26,705

要介護５ 1,287 1,255 1,160 1,119 1,177 1,202 1,225 1,274 1,607

要介護４ 1,678 1,608 1,612 1,566 1,646 1,681 1,720 1,792 2,297

要介護３ 2,315 2,379 2,393 2,388 2,475 2,529 2,582 2,692 3,425

要介護２ 2,420 2,518 2,465 2,412 2,518 2,568 2,622 2,721 3,433

要介護１ 4,618 4,724 4,862 5,005 5,079 5,171 5,267 5,454 6,736

要支援２ 3,395 3,511 3,597 3,706 3,747 3,810 3,871 3,997 4,833

要支援１ 3,367 3,495 3,429 3,403 3,500 3,555 3,612 3,728 4,374

（人）

19,080 19,490 19,518 19,599 20,142 20,516 20,899 21,658 26,705

■年齢（５歳区切り）・要介護度別の認定率（令和元年９月末、令和２年９月末の平均） 

（単位：％） 

  65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上 

要支援１ 0.48 1.14 3.07 6.36 9.25 7.58 

要支援２ 0.55 1.10 2.57 5.83 9.91 11.68 

要介護１ 0.64 1.38 3.11 7.10 13.22 18.84 

要介護２ 0.34 0.62 1.38 2.85 6.24 11.39 

要介護３ 0.34 0.58 1.26 2.66 5.58 12.61 

要介護４ 0.19 0.30 0.73 1.84 3.59 9.03 

要介護５ 0.16 0.25 0.57 1.18 2.74 6.24 

年齢別の 
認定率計 

2.69 5.36 12.70 27.82 50.53 77.38 

 

■要介護度別・認定者数の推移と推計（各年９月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別構成比の推移と推計（各年９月末） 

  （単位：％） 

  
平成29年 

（実績） 

平成30年 

（実績） 

令和元年 

（実績） 

令和２年 

（実績） 

令和３年 

（計画） 

令和４年 

（計画） 

令和５年 

（計画） 

令和７年 

（推計） 

令和22年 

（推計） 

要支援１ 17.6  17.9  17.6  17.4  17.4  17.3  17.3  17.2  16.4  

要支援２ 17.8  18.0  18.4  18.9  18.6  18.6  18.5  18.5  18.1  

要介護１ 24.2  24.2  24.9  25.5  25.2  25.2  25.2  25.2  25.2  

要介護２ 12.7  12.9  12.6  12.3  12.5  12.5  12.5  12.6  12.9  

要介護３ 12.1  12.2  12.3  12.2  12.3  12.3  12.4  12.4  12.8  

要介護４ 8.8  8.3  8.3  8.0  8.2  8.2  8.2  8.3  8.6  

要介護５ 6.7  6.4  5.9  5.7  5.8  5.9  5.9  5.9  6.0  

※単位未満を四捨五入しているため、合計が100％とならない場合がある。 

第８期計画期間 
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14,389,472 14,683,303 14,840,886 14,758,106 15,008,959

2,528,293 2,595,696 2,744,228 2,917,138 3,042,477

8,357,094 8,369,819 8,397,123 8,378,520 8,671,806

25,274,859 25,648,817 25,982,238 26,053,764
26,723,242

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（千円）

在宅サービス 居住系サービス 施設サービス

第３節 介護保険事業の運営状況 

１ サービス別給付費の推移 

サービス分類別の給付費の推移を見ると、施設サービスは平成 27年度に 33.1％を占め

ていたのが平成 30年度には 32.2％へと低下しています。居住系サービスの割合は微増と

なっています。在宅サービスは平成 29年度まで 57％前後で推移していましたが、令和元

年度には、56.2％となっています。 

 

■サービス別給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円/年） 

 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

給付費 構成比 給付費 構成比 給付費 構成比 給付費 構成比 給付費 構成比 

施設 

サービス 
8,357,094 33.1% 8,369,819 32.6% 8,397,123 32.3% 8,378,520 32.2% 8,671,806 32.5% 

居住系 

サービス 
2,528,293 10.0% 2,595,696 10.1% 2,744,228 10.6% 2,917,138 11.2% 3,042,477 11.4% 

在宅 

サービス 
14,389,472 56.9% 14,683,303 57.2% 14,840,886 57.1% 14,758,106 56.6% 15,008,959 56.2% 

合 計 25,274,859 100.0% 25,648,817 100.0% 25,982,238 100.0% 26,053,764 100.0% 26,723,242 100.0% 

※介護予防サービスを含む 

資料：介護保険事業状況報告 
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計画値 実績 計画値比 計画値 実績 計画値比

25,603,447 24,724,732 96.6% 26,221,155 25,316,965 96.6%

1,417,178 1,329,032 93.8% 1,514,867 1,406,277 92.8%

介護給付費計

予防給付費計

平成30年度 令和元年度

26,723,24226,053,764 96.4% 27,736,022 96.3%
総給付費

（介護給付費計＋介護予防給付費計）
27,020,625

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 R1／H27

23,238,053 23,550,895 24,223,358 24,724,732 25,316,965 96.6%

2,036,806 2,097,923 1,758,880 1,329,032 1,406,277 69.0%

26,053,764 26,723,242 105.7%25,982,238

予防給付費計

介護給付費計

総給付費
（介護給付費計＋介護予防給付費計）

25,274,859 25,648,817

２ 第７期計画と実績の比較 

（１）総給付費 

平成 30 年度、令和元年度の総給付費、介護給付費、介護予防給付費は、いずれも概ね

計画通りの推移となっています。 

平成 27 年度以降の推移を見ると、総給付費、介護給付費は、平成 27 年度以降増加傾

向となっています。予防給付費は、平成 28 年度以降減少傾向となっていましたが、平成

30年度から令和元年度にかけてわずかに増加しています。 

 

■計画値との比較 

(単位：千円/年） 

 

 

 

 

 

■平成27年度～令和元年度の推移 

                                 （単位：千円/年） 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 

計画値 実績 計画値比 計画値 実績 計画値比

給付費 1,102,744 1,016,739 92.2% 1,082,735 999,858 92.3%

人数 1,843 1,828 99.2% 1,812 1,732 95.6%

給付費 60,466 47,170 78.0% 64,141 42,307 66.0%

人数 84 68 80.7% 89 60 67.6%

給付費 231,504 231,997 100.2% 260,214 262,079 100.7%

人数 481 472 98.0% 542 516 95.1%

給付費 86,697 85,381 98.5% 90,958 86,709 95.3%

人数 212 221 104.2% 221 228 103.2%

給付費 183,482 171,204 93.3% 207,566 186,005 89.6%

人数 1,476 1,412 95.6% 1,669 1,553 93.0%

給付費 5,202,339 4,978,797 95.7% 5,425,906 5,112,089 94.2%

人数 3,630 3,411 94.0% 3,742 3,397 90.8%

給付費 1,519,252 1,570,670 103.4% 1,551,027 1,587,610 102.4%

人数 1,808 1,814 100.3% 1,913 1,817 95.0%

給付費 924,750 908,386 98.2% 942,958 838,358 88.9%

人数 681 691 101.5% 683 652 95.5%

給付費 69,699 75,918 108.9% 72,126 74,386 103.1%

人数 74 91 123.1% 75 94 125.3%

給付費 660,832 617,917 93.5% 729,732 628,225 86.1%

人数 4,636 4,304 92.8% 5,127 4,369 85.2%

給付費 23,948 19,399 81.0% 26,457 17,616 66.6%

人数 79 63 79.9% 87 50 57.6%

給付費 46,435 33,594 72.3% 48,009 30,723 64.0%

人数 57 44 76.6% 59 40 68.5%

給付費 622,718 585,448 94.0% 700,797 675,386 96.4%

人数 280 272 97.1% 315 311 98.6%

⑩福祉用具貸与

⑪特定福祉用具販売

⑫住宅改修

（１）居宅サービス

平成30年度 令和元年度

⑬特定施設入居者生活介護

②訪問入浴介護

①訪問介護

③訪問看護

④訪問リハビリテーション

⑤居宅療養管理指導

⑥通所介護

⑦通所リハビリテーション

⑧短期入所生活介護

⑨短期入所療養介護

（２）介護給付—居宅サービス— 

居宅サービスについて見ると、短期入所療養介護の１月当たりの利用人数が計画値を 20

ポイント以上上回っています。また、令和元年度では訪問入浴介護、特定福祉用具販売、

住宅改修が計画値比 70％未満となっており、見込みよりも利用が少なくなっています。 

 

■計画値との比較 

(単位：千円/年、人/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

※人数は実人数。 

資料：介護保険事業状況報告 
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計画値 実績 計画値比 計画値 実績 計画値比

給付費 45,620 8,834 19.4% 49,500 11,894 24.0%

人数 29 9 29.6% 31 10 32.5%

給付費 2,263 0 0.0% 2,516 0 0.0%

人数 9 0 0.0% 10 0 0.0%

給付費 1,824,388 1,822,044 99.9% 1,891,525 1,849,957 97.8%

人数 1,107 1,167 105.4% 1,099 1,150 104.6%

給付費 283,553 198,397 70.0% 298,402 188,124 63.0%

人数 207 145 70.2% 208 143 68.7%

給付費 789,837 718,346 90.9% 792,504 774,823 97.8%

人数 393 359 91.4% 393 379 96.5%

給付費 2,147,698 2,141,877 99.7% 2,148,660 2,165,681 100.8%

人数 721 724 100.4% 721 726 100.7%

給付費 0 0 - 0 0 -

人数 0 0 - 0 0 -

給付費 195,888 199,684 101.9% 195,976 205,259 104.7%

人数 60 60 99.9% 60 60 100.3%

給付費 65,584 46,956 71.6% 67,142 52,168 77.7%

人数 24 19 78.8% 25 18 71.7%

（３）施設サービス

給付費 3,637,830 3,669,971 100.9% 3,639,459 3,744,788 102.9%

人数 1,235 1,230 99.6% 1,235 1,243 100.6%

給付費 3,863,790 3,751,075 97.1% 3,865,520 3,757,537 97.2%

人数 1,229 1,193 97.1% 1,229 1,182 96.1%

給付費 0 143,827 - 0 559,984 -

人数 0 30 - 0 121 -

給付費 911,898 613,963 67.3% 912,306 404,238 44.3%

人数 206 138 67.2% 206 96 46.8%

給付費 1,100,232 1,067,139 97.0% 1,155,019 1,061,161 91.9%

人数 7,172 6,995 97.5% 7,507 6,923 92.2%

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

④認知症対応型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

（２）地域密着型サービス

⑨看護小規模多機能型居宅介護

②夜間対応型訪問介護

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護

（４）居宅介護支援

平成30年度 令和元年度

④介護療養型医療施設

②介護老人保健施設

①介護老人福祉施設

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護

③地域密着型通所介護

③介護医療院

（３）介護給付—地域密着型サービス、施設サービス— 

地域密着型サービスについて見ると、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応

型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護は計画値比 80％未満になっています。また、夜

間対応型訪問介護については、圏域内で 1事業所がサービスを提供していますが、利用は

ありませんでした。 

施設サービスについて見ると、2024年 3月までを移行期間として病床の削減が進めら

れている介護療養型医療施設が計画値を下回っています。また、これに伴い平成 30 年に

新たに創設された介護保険施設である介護医療院は、本広域連合において、平成 30 年度

～令和元年度にかけて３箇所設置されたことから、事業費、１月当たりの利用人数ともに

増加しています。 

 

■計画値との比較 

(単位：千円/年、人/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護保険事業状況報告 

※単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

※人数は実人数。 
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計画値 実績 計画値比 計画値 実績 計画値比

給付費 291 185 63.6% 388 16 4.2%

人数 3 1 33.3% 4 1 25.0%

給付費 59,453 48,964 82.4% 76,095 58,638 77.1%

人数 168 146 86.8% 214 179 83.5%

給付費 28,302 20,193 71.3% 33,175 21,972 66.2%

人数 65 58 88.6% 71 63 88.7%

給付費 18,180 17,701 97.4% 19,818 16,493 83.2%

人数 138 153 110.7% 150 150 100.1%

給付費 544,011 555,733 102.2% 595,977 599,850 100.6%

人数 1,466 1,424 97.2% 1,600 1,546 96.6%

給付費 30,138 21,815 72.4% 29,702 25,416 85.6%

人数 62 54 87.5% 61 60 97.8%

給付費 4,344 5,834 134.3% 2,850 5,075 178.1%

人数 7 12 171.4% 4 11 264.6%

給付費 153,818 145,451 94.6% 171,052 150,339 87.9%

人数 1,952 1,852 94.9% 2,167 1,962 90.5%

給付費 20,037 15,089 75.3% 22,311 14,429 64.7%

人数 83 60 72.8% 92 48 52.4%

給付費 57,226 56,625 98.9% 56,417 51,335 91.0%

人数 65 64 98.3% 64 61 95.6%

給付費 82,941 71,519 86.2% 82,978 68,541 82.6%

人数 90 77 86.0% 90 74 82.0%

給付費 11,296 14,186 125.6% 11,301 16,173 143.1%

人数 17 22 128.9% 17 25 147.5%

給付費 85,587 84,522 98.8% 85,625 82,566 96.4%

人数 103 99 96.2% 103 96 92.7%

給付費 107,238 118,294 110.3% 107,286 132,868 123.8%

人数 40 44 111.0% 40 49 122.9%

給付費 214,316 152,922 71.4% 219,892 162,566 73.9%

人数 4,030 2,884 71.6% 4,133 3,070 74.3%

⑦介護予防短期入所療養介護

平成30年度 令和元年度

（１）介護予防サービス

①介護予防訪問入浴介護

②介護予防訪問看護

③介護予防訪問リハビリテー
ション

④介護予防居宅療養管理指導

⑤介護予防通所リハビリテー
ション

⑥介護予防短期入所生活介護

⑪介護予防特定施設入居者生
活介護

⑧介護予防福祉用具貸与

⑨特定介護予防福祉用具販売

①介護予防認知症対応型通所
介護

②介護予防小規模多機能型居
宅介護

⑩介護予防住宅改修

③介護予防認知症対応型共同
生活介護

（３）介護予防支援

（２）地域密着型介護予防サービス

（４）介護予防給付 

介護予防給付は利用者数が少ない分、計画値との乖離が起こりやすい傾向にあります。

こうした影響もあり、介護予防訪問入浴介護、特定介護予防福祉用具販売で事業費及び１

月当たりの利用者数がともに計画値比 80％未満となっています。また、介護予防短期入所

療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、令和元年度の介護予防認知症対応型共同生活

介護が計画値比 120％以上となっています。特に、介護予防短期入所療養介護は、計画値

を大きく上回って推移しています。 

 

■第７期計画値との比較 

(単位：千円/年、人/月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告 

※単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

※人数は実人数。 
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（５）地域支援事業費 

地域支援事業費については、いずれの項目も計画値を下回って推移しています。 

 

■第７期計画値との比較 

(単位：千円/年） 

事業名 
平成 30 年度 令和元年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 

介護予防・日常生活支援総合事業 1,305,989 1,142,714 1,326,714 1,062,390 

任意事業・包括的支援事業 948,559 470,992 959,986 476,401 

 包括的支援事業 523,872 430,030 535,299 433,390 

 包括的支援事業（社会保障充実分） 334,157 175,078 334,157 173,372 

 任意事業 90,530 40,962 90,530 43,011 

地域支援事業合計 2,254,548  1,788,784 2,286,700 1,712,163 
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平成30年度 令和元年度

事業費 295,906 283,934

人数 1,300 1,225

事業費 563,449 514,714

人数 1,896 1,874

事業費 93,390 88,760

人数 1,764 1,688

①訪問型サービス

②通所型サービス

③介護予防ケアマネジメント

３ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況 

本広域連合では、平成 29 年度から総合事業を開始し、従来は介護予防給付で提供して

いた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、総合事業に移行し、①訪問型サービス及

び②通所型サービスとして提供しています。また、総合事業のサービスのみを利用される

方のケアプランの作成等については、③介護予防ケアマネジメントで行っています。 

総合事業へ移行後、平成 30 年度からは、総合事業開始以前の介護予防訪問介護（通所

介護）に相当するサービスのほか、生活援助型訪問サービス（身体介護が必要ない人に対

して、生活援助のみのサービス）、運動型通所サービス（短時間で運動器の機能向上の支援

を利用できるサービス）を実施しています。平成 30年度から令和元年度にかけて、「①訪

問型サービス」「②通所型サービス」いずれもおおむね横ばいで推移しています。 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業事業費（介護予防・生活支援サービス）の内訳 

（単位：千円/年、人/月） 

 

 

 

 

 

 

 

■佐賀中広域連合における介護予防・生活支援サービス事業 

サービス サービスの種類 

訪問型 

サービス 

・介護予防訪問介護相当サービス（従来の介護予防訪問介護に相当するサービス） 

・生活援助型訪問サービス（身体介護が必要ない人に対して、生活援助のみのサービス） 

通所型 

サービス 

・介護予防通所介護相当サービス（従来の介護予防通所介護に相当するサービス） 

・運動型通所サービス（短時間で運動器の機能向上の支援を利用できるサービス） 

資料：【佐賀中部広域連合】本広域連合による把握値 
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第４節 高齢者要望等実態調査結果の概要 

１ 調査の概要 

（１）調査目的 

■介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

高齢者の暮らし方や健康状態等を把握し、介護予防や地域の支え合いの推進に役立てる

ためのデータを得るとともに、介護保険事業計画策定のための基礎資料とするため、実施

しました。 

 

■在宅介護実態調査 

「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介

護サービスの在り方を検討するためデータを得るとともに、介護保険事業計画策定のため

の基礎資料とするため、実施しました。 

 

（２）調査実施概要 

項目 
介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
在宅介護実態調査 

調査対象者 

佐賀中部広域連合を構成する、佐

賀市、多久市、小城市、神埼市、

吉野ヶ里町 4 市 1 町に住む、65 歳

以上高齢者 

※要介護認定者を除く 

佐賀中部広域連合を構成する、佐

賀市、多久市、小城市、神埼市、

吉野ヶ里町 4 市 1 町に住む、在宅

で生活する要支援・要介護認定を

受けている方 

調査数 15,000 名 950 名 

調査方法 郵送による配布・回収 
認定申請時に介護事業所による聞

き取り調査 

調査期間 
令和元年 10 月 1 日（火）～ 

令和元年 11 月 29 日（金） 

令和元年 7 月 19 日（金）～ 

令和元年 11 月 30 日（土） 

調査票回収数 8,468 件 646 件 

回収率 56.5％ 68.0％ 
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はい

18.9%

いいえ

80.4%

無回答

0.7%

(SA) N=8,468
57.1 

22.8 

18.1 

16.2 

16.0 

12.5 

12.3 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80%

足腰などの痛み

交通手段がない

トイレの心配（失禁など）

病気

外での楽しみがない

耳の障害（聞こえの

問題など）

経済的に出られない

目の障害

(MA) N=1,597

２ 調査結果の概要 

（１）外出について 

約２割が外出を控えており、理由として「足腰などの痛み」が最も高い。移動手段は男性で

80～84歳、女性で 75～79歳までは「自動車（自分で運転）」が最も高いが、それ以降では

「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が高い。 

全体の約２割が、外出を控えていると回答している。その理由として、「足腰などの痛み」が

57.1％で最も高い。また、交通手段や「トイレの心配（失禁など）」を理由とする人も約２割とな

っている。 

外出する際の移動手段は、「自動車（自分で運転）」が全体で 64.2％と最も高い。男性では 80～

84 歳、女性では 75～79 歳までは「自動車（自分で運転）」が最も高くなっているが、それ以降で

は「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が高い。 

運転ができなくなったり、免許返納をきっかけに外出を控える高齢者が増加することが考えら

れ、移動手段の確保が必要である。 

［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査問２（８）］ 

【外出を控えているか】 【外出を控えている人の、控えている理由（上位抜粋）】 
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全  体 【男性　計】 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳 ８５歳以上

N=8,468 N=3,715 N=1,090 N=990 N=752 N=530 N=353

徒歩 36.1 36.3 37.1 38.1 36.2 33.2 34.0

自転車 24.8 27.8 26.4 26.8 32.2 26.0 27.8

バイク 3.4 4.2 5.5 4.0 4.8 2.8 1.7

自動車（自分で運転） 64.2 78.6 88.5 87.5 79.3 67.9 37.7

自動車（人に乗せてもらう） 24.6 13.2 6.8 9.7 12.4 17.0 39.4

電車 4.4 4.2 5.4 5.3 3.5 2.5 2.0

路線バス 14.4 9.3 6.4 8.4 9.6 12.3 16.1

病院や施設のバス 1.9 0.8 0.4 0.3 0.5 0.9 3.4

車いす 0.3 0.2 - 0.1 0.3 0.4 0.3

電動車いす（カート） 0.2 0.3 0.2 - 0.1 0.2 2.0

歩行器・シルバーカー 1.7 0.5 0.1 0.1 0.7 0.6 2.8

タクシー 10.6 7.0 3.5 3.6 6.5 10.2 23.8

その他 1.1 0.6 0.9 0.1 0.9 0.6 0.8

無回答 2.1 2.8 2.4 3.3 3.1 2.5 2.8

【女性　計】 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳 ８５歳以上

N=4,753 N=1,248 N=1,184 N=983 N=728 N=610

徒歩 36.0 34.8 35.7 38.5 36.5 34.1

自転車 22.6 23.2 26.3 27.6 21.0 7.9

バイク 2.8 1.8 3.3 4.6 3.6 0.5

自動車（自分で運転） 52.9 77.0 68.9 48.9 28.8 7.7

自動車（人に乗せてもらう） 33.5 23.3 25.3 33.7 42.6 59.3

電車 4.5 6.5 4.6 4.1 3.6 2.1

路線バス 18.3 12.6 14.2 22.2 27.1 21.3

病院や施設のバス 2.8 0.4 0.5 1.7 4.5 11.6

車いす 0.4 0.3 0.3 - 0.3 1.6

電動車いす（カート） 0.2 0.1 0.1 - 0.1 1.1

歩行器・シルバーカー 2.6 0.3 0.1 1.3 4.4 11.8

タクシー 13.5 5.0 6.8 14.4 22.1 31.8

その他 1.4 0.6 0.3 1.4 2.1 3.9

無回答 1.6 1.1 1.2 2.2 2.1 1.6

［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査問２（９）］ 

【外出する際の移動手段（性別・年齢別集計）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

52.9 

58.1 

44.1 

21.3 

16.6 

30.0 

25.8

25.4

25.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=8,468)

一般高齢者

(N=5,416)

総合事業対象者

(N=2,842)

(SA) 

趣味あり 思いつかない 無回答

46.2 

50.6 

38.8 

28.5 

23.5 

37.7 

25.3

25.9

23.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=8,468)

一般高齢者

(N=5,416)

総合事業対象者

(N=2,842)

(SA) 

生きがいあり 思いつかない 無回答

（２）地域活動への参加について 

総合事業対象者では、一般高齢者と比較して趣味や生きがいが思いつかない人の割合が

高い。 

趣味の有無は、「思いつかない」が一般高齢者で 16.6％、総合事業対象者で 30.0％となってい

る。 

生きがいの有無は、「思いつかない」が一般高齢者で 23.5％、総合事業対象者で 37.7％となっ

ている。 

どちらの質問についても総合事業対象者の方で「思いつかない」の割合が高い。 

［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査問４（17）］ 

【総合事業対象者該当状況別・趣味の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合事業対象者該当状況別・生きがいの有無】 
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健康づくり等の地域活動への参加意向が 62.1％。企画・運営（お世話役）でも 37.7％が参

加意向があり、担い手として期待される。 

健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向では、参加者としては『参加したい』（「是

非参加したい」「参加してもよい」の合計）が 62.1％となっている。また、企画・運営（お世話役）

では 37.7％が『参加したい』となっており、活動のリーダーや担い手として期待される。 

意欲の高い人を担い手として掘り起こす仕組みづくりや、前項においても、無趣味な人や生き

がいが思いつかない人の割合が高いように、活動意欲の低下している対象者へのアプローチ方法

について検討が必要である。 

［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査問５（２）、問５（３）］ 

【健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（２）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくり

を進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと思いますか 

※（３）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくり

を進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）として参加してみたいと思いますか 

 

 

 

 

 

  

10.8 

3.8 

51.3 

33.9 

31.4

54.9

6.4

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（２） グループ活動

への参加者としての

参加意向（※）

（３） グループ活動

への企画・運営とし

ての参加意向（※）

(SA) N=8,468

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答
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14.3 

15.4 

6.3 

32.6 

13.3 

7.2 

28.6 

11.9 

0% 10% 20% 30% 40%

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

地域包括支援センター・役所・役場

その他

そのような人はいない

無回答

(MA) N=8,468

全  体 １人暮らし

夫婦２人暮

らし（配偶者

６５歳以上）

夫婦２人暮

らし（配偶者

６４歳以下）

息子・娘と

の２世帯
その他

N=8,468 N=1,259 N=3,162 N=363 N=1,563 N=1,326

自治会・町内会・老人クラブ 14.3 12.8 15.1 15.2 15.2 12.1

社会福祉協議会・民生委員 15.4 23.7 15.1 10.5 12.9 12.4

ケアマネジャー 6.3 7.8 5.8 2.5 6.0 7.4

医師・歯科医師・看護師 32.6 29.4 34.5 28.4 34.7 31.8

地域包括支援センター・役所・役場 13.3 12.3 14.1 14.6 13.7 13.3

その他 7.2 5.6 6.9 10.5 5.6 11.4

そのような人はいない 28.6 30.6 27.7 35.0 28.1 30.1

無回答 11.9 10.3 11.8 8.8 11.5 10.3

（３）相談先について 

家族や友人･知人以外の相談先は医療機関が多い。一方で、「そのような人はいない」が約

３割を占めている。 

家族や友人･知人以外の相談先は、全体では「医師・歯科医師・看護師」が 32.6％と最も高い。

一方で、「そのような人はいない」が 28.6％となっている。家族構成別にみると、１人暮らし、夫

婦２人暮らし（配偶者 64 歳以下）では「そのような人がいない」が、夫婦２人暮らし（配偶者 65

歳以上）、息子・娘との２世帯では医師・歯科医師・看護師の割合が最も高くなっている。また、

１人暮らしでは社会福祉協議会・民生委員が他の項目と比較して割合が高くなっている。 

［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査問６（５）］ 

【家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家族構成別・家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手】 
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全  体 ～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳 ８５～８９歳 ９０～９４歳 ９５～９９歳 １００歳以上

N=646 N=31 N=43 N=80 N=139 N=170 N=123 N=40 N=7

脳血管疾患（脳卒中） 16.3 54.8 34.9 22.5 13.7 10.6 11.4 5.0 14.3

心疾患（心臓病） 21.1 16.1 4.7 13.8 19.4 22.4 26.0 30.0 42.9

悪性新生物（がん） 6.8 6.5 7.0 8.8 7.9 8.8 4.1 2.5 -

呼吸器疾患 6.7 3.2 2.3 8.8 7.9 7.6 6.5 2.5 -

腎疾患（透析） 2.2 - 2.3 - 3.6 2.9 0.8 2.5 14.3

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等） 26.8 16.1 11.6 25.0 25.9 30.6 29.3 30.0 14.3

膠原病（関節リウマチ含む） 2.0 6.5 4.7 5.0 - 0.6 2.4 - -

変形性関節疾患 25.5 9.7 7.0 17.5 22.3 31.2 34.1 35.0 28.6

認知症 30.8 16.1 14.0 17.5 30.2 38.2 39.0 35.0 14.3

パーキンソン病 2.9 3.2 2.3 6.3 3.6 2.4 0.8 - -

難病（パーキンソン病を除く） 1.4 6.5 4.7 1.3 2.2 0.6 - - -

糖尿病 13.3 22.6 23.3 18.8 16.5 12.4 5.7 2.5 14.3

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの） 19.5 12.9 7.0 16.3 22.3 19.4 21.1 32.5 14.3

その他 23.2 22.6 32.6 23.8 23.7 22.9 22.8 15.0 -

なし 1.9 - 7.0 1.3 - 0.6 3.3 5.0 14.3

わからない 0.3 - - - - 0.6 0.8 - -

無回答 3.7 3.2 2.3 2.5 2.9 2.4 5.7 7.5 28.6

（４）在宅介護の状況 

現在抱えている傷病では、全体では認知症、筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症

等）、変形性関節疾患の割合が高い。 

現在抱えている傷病では、全体では「認知症」が 30.8％と最も高く、次いで「筋骨格系疾患（骨

粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」が 26.8％、「変形性関節疾患」が 25.5％となっている。 

年齢別では、74 歳以下では「脳血管疾患（脳卒中）」の割合が高い。75 歳以上では「筋骨格系

疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」「変形性関節疾患」「認知症」などの割合が高くなってい

る。 

［在宅介護実態調査Ａ問 11］ 

【年齢別・現在抱えている傷病】 
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3.9

0.4 1.0 0.2

82.4 3.1 8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=484)

(SA) 

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答

フルタイムで

働いている

34.7%

パートタイム

で働いている

19.1%

働いて

いない

40.8%

主な介護者

に確認しな

いと、わから

ない

1.6%

無回答

3.8%

(SA) N=502

（５）主な介護者の状況 

主な介護者の就労状況では、働いていない方が約４割、働きながら介護している方が半数

以上。 

主な介護者の就労状況では、「働いていない」が 40.8％と最も高く、次いで「フルタイムで働い

ている」が 34.7％、「パートタイムで働いている」が 19.1％となっており、「フルタイムで働いて

いる」と「パートタイムで働いている」をあわせた働きながら介護をしている人が半数以上とな

っている。 

［在宅介護実態調査Ｂ問１］ 

【主な介護者の就労状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護のために、主な介護者または介護者以外が仕事を辞めた、転職した割合は 5.5％。 

介護を理由として仕事を辞めた家族・親族の有無では、「介護のために仕事を辞めた家族・親族

はいない」が 82.4％と最も高い。一方、主な介護者または介護者以外が仕事を辞めた、転職した

割合は 5.5％となっている。 

［在宅介護実態調査Ａ問７］ 

【介護を理由として仕事を辞めた家族・親族の有無】 
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全  体 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

N=646 N=156 N=181 N=154 N=66 N=50 N=21 N=5

配食 12.2 17.3 14.9 11.7 7.6 4.0 - -

調理 8.2 6.4 9.9 8.4 6.1 6.0 14.3 -

掃除・洗濯 12.8 14.7 15.5 11.7 10.6 4.0 14.3 -

買い物（宅配は含まない） 11.0 13.5 11.6 10.4 9.1 4.0 14.3 -

ゴミ出し 9.0 12.2 8.8 9.1 6.1 2.0 14.3 -

外出同行（通院、買い物など） 20.3 21.2 23.2 19.5 13.6 16.0 23.8 20.0

移送サービス（介護・福祉タクシー等） 22.0 25.6 22.7 20.8 19.7 16.0 19.0 20.0

見守り、声かけ 11.3 13.5 11.0 12.3 9.1 8.0 9.5 -

サロンなどの定期的な通いの場 8.2 15.4 9.4 4.5 1.5 4.0 4.8 -

その他 4.3 3.8 3.9 3.2 4.5 4.0 9.5 20.0

特になし 40.6 28.8 37.6 44.2 51.5 62.0 52.4 40.0

無回答 6.5 2.6 4.4 9.7 7.6 14.0 4.8 20.0

10.5 

6.2 

5.1 

2.9 

4.2 

6.8 

4.5 

8.4 

5.3 

5.3 

62.8 

5.6 

16.1

9.3

8.7

3.7

6.8

7.5

6.8

17.4

5.0

8.7

52.2

2.5

16.4

2.6

0.9

1.7

1.7

6.0

6.0

2.6

3.4

4.3

62.9

6.9

6.3

6.0

4.6

3.0

3.8

6.6

3.0

6.3

6.0

3.8

67.5

6.6

0% 20% 40% 60% 80%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

(MA)

全体(N=646)

単身世帯(N=161)

夫婦のみ世帯(N=116)

その他(N=366)

（６）在宅生活の継続に向けた支援・サービス提供体制 

「在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス」は、要介護状態を問わず「外出同行」、「移

送サービス」が高い傾向。要介護状態別では、要支援１・２、要介護１では「配食」「掃除・洗

濯」のニーズが高い。 

要介護度別の「在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス」をみると、要介護度を問わず

「外出同行」、「移送サービス」のニーズが高い。 

要支援１・２、要介護１では「配食」「掃除・洗濯」のニーズが高くなっている。 

世帯類型別にみると、単身世帯では、他の世帯構成に比べ、「掃除・洗濯」「ゴミ出し」「見守り、

声かけ」の割合が高い。 

［在宅介護実態調査Ａ問９］ 

【要介護度別・在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯類型別・介護保険サービス以外の支援・サービスの利用状況】 
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52.8

42.9

52.1

56.7

57.8

55.7

8.7

12.9

9.1

8.0

5.6

7.4

16.3

18.8

17.6

16.8

15.4

13.1

17.5

19.6

17.0

13.8

16.8

18.9

4.8

5.7

4.2

4.7

4.5

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=8,468)

１人暮らし(N=1,259)

夫婦２人暮らし

（配偶者６５歳以上）

(N=3,162)

夫婦２人暮らし

（配偶者６４歳以下）

(N=363)

息子・娘との２世帯

(N=1,563)

その他(N=1,326)

(SA) 

自宅で暮らしたい 高齢者専用の賃貸住宅に住みかえたい

有料老人ホーム等に入りたい 特別養護老人ホーム等に入りたい

無回答

（７）住まいについて 

ニーズ調査では、自分だけの力で普段の生活を営むことが難しくなった場合でも自宅で暮ら

したい人が約５割。 

自分だけの力で普段の生活を営むことが難しくなった場合の住まいの希望では、「自宅で暮らし

たい」が 52.8％と最も高い。次いで「特別養護老人ホーム等に入りたい」が 17.5％、「有料老人ホ

ーム等に入りたい」が 16.3％となっている。 

家族構成別では、１人暮らしでは他の家族構成と比較して「自宅で暮らしたい」の割合が低い。

また、「高齢者用の賃貸住宅に住みかえたい」への回答が１割台となっている。 

今後、核家族化の進行に伴い、高齢単身世帯や高齢者のみの世帯が増加することが予測される。

サービス付き高齢者向け住宅をはじめ、住まいの在り方は多様化しており、高齢者自身が心身の

機能を維持し、本人の意向の下、在宅生活の継続や住み替え等の暮らしが叶うよう、居住の安定

確保を図る必要がある。 

［介護予防・日常生活圏域ニーズ調査問 10］ 

【家族構成別・自分だけの力で普段の生活を営むことが難しくなった場合の住まいの希望】 
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69.2

89.7

82.9

57.1

48.5

40.0

42.9

40.0

13.2

7.1

8.3

20.8

21.2

18.0

9.5

0.0

14.6

1.9

7.7

19.5

27.3

32.0

33.3

40.0

3.1

1.3

1.1

2.6

3.0

10.0

14.3

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=646)

要支援１(N=156)

要支援２(N=181)

要介護１(N=154)

要介護２(N=66)

要介護３(N=50)

要介護４(N=21)

要介護５(N=5)

(SA) 

入所・入居は検討していない 入所・入居は検討している

すでに入所・入居申し込みをしている 無回答

38.8 

16.5 

15.3 

37.6 

15.3 

3.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

グループホーム

有料老人ホーム

その他

無回答

(MA) N=85

要支援では入所・入居は検討していないが８割以上。要介護２以上ではすでに入所・入居申

し込みをしているが２割以上。単身世帯では入所・入居申し込みをしているが約２割。 

施設等への入所・入居の検討状況は、要介護度別では、要支援１、要支援２で「入所・入居は検

討していない」が８割以上を占めている。一方、要介護２以上で「すでに入所・入居申し込みを

している」が２割以上となっている。 

［在宅介護実態調査Ａ問 10］ 

【要介護度別・施設等への入所・入居の検討状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所・入居を希望する施設は、特別養護老人ホーム、有料老人ホームが約４割。 

入所・入居を希望する施設は、「特別養護老人ホーム」が 38.8％と最も高く、次いで「有料老人

ホーム」が 37.6％、「老人保健施設」が 16.5％となっている。 

［在宅介護実態調査Ａ問 10-1］ 

【入所・入居を希望する施設】 
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第３章 第８期介護保険事業計画の基本的姿勢 

第１節 本広域連合における基本理念 

本広域連合では、団塊の世代が後期高齢者となる 2025年（令和 7年）を見据えて、介護

保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくため、医療、介護、介護予防、住ま

い及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築・深

化を進めてきました。 

第 8期計画では、これまでの取組の方向性を引継ぐとともに、基本理念を踏襲し、「介護が

必要となっても その人らしく暮らし続けることができる 地域社会の構築」を基本理念に

掲げます。 

 

（基本理念） 

介護が必要となっても 

その人らしく暮らし続けることができる 

地域社会の構築 

 

第２節 基本目標 

基本理念を実現していくため、また 2025年（令和７年）及び 2040年（令和 22年）

を見据えた課題に対応するため、以下の４つの基本目標を設定します。 

 

基本目標１ 地域で支え合うしくみづくり  

－地域包括ケア体制の充実－ 

「介護が必要となってもその人らしく暮らし続けることができる地域社会」の実現のた

め、医療・介護・福祉・保健等、高齢者に関わる機関・関係者が連携する地域包括ケアシス

テムの深化・推進を図ります。 

特に認知症は、「誰もがなりうる病気」であり、本広域連合においても高齢化の進行に伴

い、認知症となる人は増加することが見込まれます。認知症になっても、できる限り住み慣

れた地域で、希望を持って自分らしく日常生活を過ごせる社会をめざして、認知症の人やそ

の家族の意見も踏まえながら、「共生」と「予防」を両輪とした認知症施策を推進します。 
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基本目標２ 健康づくりと介護予防の推進  

－高齢者の健康寿命の延伸－ 

高齢者が地域で自立した生活を営むには、要介護状態になることをできるだけ予防するこ

と、また、生活機能の維持だけでなく生きがいを持つことが重要です。 

高齢者をはじめ、意欲のある人が社会で活躍できるよう、多様な就労・社会参加ができる

環境整備とともに、介護予防・健康づくりの取組を強化し、健康寿命の延伸を図ります。 

また、要介護状態になっても「本人ができることは、できる限り本人が行う。できる限り

在宅で自立した日常生活を継続することができるよう支援する。」という介護保険制度の基

本理念も踏まえ、地域支援事業等を効果的に実施することにより、高齢者の状態に応じた介

護予防・健康づくりを推進します。 

 

基本目標３ 自立と安心につながる支援の充実  

－在宅生活への支援と権利擁護の推進－ 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者等の増加、老老介護といわれる高齢者による介護の増

加に伴い、高齢者の権利が侵害されるケースが増えることが懸念されます。高齢者虐待防止

のため早期発見・早期対応等に努めます。また、権利擁護事業等、各種制度の利用促進を図

り、高齢者が安心して暮らせるよう支援します。 

 

 

基本目標４ 安心して介護保険サービスを利用できる環境づくり  

－地域包括ケア体制を支える介護サービスの基盤整備－ 

団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年（令和７年）、団塊ジュニア世代が 65 歳以上と

なる 2040 年（令和 22 年）に向け、介護需要の見込みに合わせたサービス基盤整備等、

中長期的な視野に立ち、介護保険制度を運営します。そのため、介護給付を必要とする受

給者を適切に認定し、真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供する

よう働きかけ、効果的・効率的な介護給付を推進します。 

また、介護サービスの質の確保及び向上を図るため、介護支援専門員及び介護サービス

従事者の専門性の向上と介護人材の養成・確保に取り組み、利用者が円滑に利用できる環

境づくりを進めます。 
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第３節 施策の体系 

本計画では、基本理念の実現に向けて、多様な施策やサービスを展開するものとなってい

ます。その施策やサービスは、本広域連合が主体となるもの、構成市町が主体となるもの、

住民が主体となるものなど広範なものとなっています。今後、高齢者の状況に応じて求めら

れる施策、サービスが多岐にわたっていくことを見据えて、本計画では、基本目標と施策の

方向性をサービスの種別に応じて体系的に整理し、以下のように位置付けます。 

 

基本理念  基本目標  施策 

     

介
護
が
必
要
と
な
っ
て
も 
そ
の
人
ら
し
く 

 

暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る 
地
域
社
会
の
構
築 

 

基本目標１ 

地域で支え合うしく

みづくり 

 １ 地域包括支援センター運営の充実 

 ２ 在宅医療・介護連携の推進 

 ３ 認知症施策の推進 

 ４ 生活支援体制の整備 

 ５ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

    

 

基本目標２ 

健康づくりと 

介護予防の推進 

 １ 介護予防・生活支援サービス事業の充実 

 ２ 一般介護予防事業の充実 

 ３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

    

 

基本目標３ 

自立と安心につなが

る支援の充実 

 １ 社会参加の推進 

 ２ 在宅生活の継続支援 

 ３ 高齢者の権利擁護 

    

 

基本目標４ 

安心して介護保険 

サービスを利用できる

環境づくり 

 １ 介護保険制度の円滑な運営 

 ２ 介護給付の適正化への取組 

 
３ 地域包括ケアシステムを支える人材確保及び質

の向上 

 ４ 災害・感染症対策に係る体制整備 
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第４節 事業計画の評価 

介護保険者の機能を強化し、高齢者の自立支援や重度化防止の取組を推進するため、介護

保険者が、ＰＤＣＡサイクルを活用して、地域課題を分析し、地域の実情に則して、高齢者

の自立支援や重度化防止の取組に関する目標を計画に記載するとともに、目標に対する実績

評価及び評価結果の公表を行うこととされています。 

本広域連合では、本計画で定めた目標や取組、そのほか評価の指標などを定め、必要な項

目は介護保険運営協議会等に報告し、適切な評価やそれに対応する施策等を検討していきま

す。 

 

○「自立支援、介護予防」対応する目標 

評価する項目 主な取組と評価指標 

①介護支援専門員・介護サー

ビス事業所 

〇介護支援専門員の質の向上 

～介護支援専門員を対象とした研修会の参加

数 

②地域包括支援センター 〇おたっしゃ本舗地域ケア会議に充実 

 ～自立支援に係る取扱い事例数 

③在宅医療・介護連携 〇市町、郡市医師会、県等と連携した取組の推

進 

 ～在宅医療・介護連携の開催数 

 ～医療介護関係者研修会の開催数 

④認知症総合支援 〇認知症の人やその家族への支援の充実 

～認知症初期集中支援チームの実施 

 ～認知症カフェの設置数 

 ～認知症サポーターの養成 

⑤介護予防／日常生活支援 〇多様なサービスの充実及び介護予防の普及

啓発 

～多様なサービスの実施 

～週 1回以上開催の通いの場への参加率 

～介護予防推進員の派遣実績 

〇高齢者の社会参加の推進 

～サポーティア事業の登録者数 

⑥生活支援体制の整備 〇生活支援の担い手の育成 

～生活援助型訪問サービスヘルパー養成研修

の受講者数 
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  ○「重度化防止」に対応する目標 

評価する項目 主な取組と評価指標 

①地域密着型サービス 〇地域密着型サービス設置候補者の公募によ

る選定数 

〇実地指導の実施数 

②介護支援専門員・介護サー

ビス事業所（再掲） 

〇介護支援専門員を対象とした研修会の開催

数・参加数 

③介護人材の確保 〇介護支援専門員地域同行型研修の修了者数 

〇介護職員処遇改善加算の取得促進 

 

④要介護状態の維持・改善の

状況等 

〇要介護認定の変化率 

 

○「介護給付の適正化」に対応する目標 

評価する項目 主な取組と評価指標 

①介護給付の適正化 〇主要５事業のうち、３事業以上の実施等 

 ※主要５事業 

・要介護認定の適正化 

・ケアプランの点検 

・住宅改修等の点検 

・縦覧点検・医療情報との突合 

・介護給付費通知 

 

※第４章において、計画値を記載しています。 
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第５節 日常生活圏域の設定 

介護保険者は、地理的要件、人口、交通事情その他の社会的要件、介護給付等対象サービ

スを提供するための地域密着型サービスの整備状況等を総合的に勘案するとともに、高齢化

のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを念頭に置いて、中学校単位等、地域の

実情に応じた「日常生活圏域」を定めることとなっています。 

第８期においては、第 7期計画に引き続き、23か所の圏域を設定します。 

 

■日常生活圏域の高齢者人口等の状況 

（単位：人） 

日常生活圏域 総人口 

高齢者（65歳以上人口） 

高齢化率 認定者数 認定率 高齢者 

（65歳以上） 

前期高齢者 

（65～74歳） 

後期高齢者 

（75歳以上） 

1:佐賀 18,048 4,809 2,376 2,433 26.6% 962 20.0% 

2:城南 20,879 5,734 2,702 3,032 27.5% 1,259 22.0% 

3:昭栄 21,166 6,563 3,188 3,375 31.0% 1,342 20.4% 

4:城東 30,095 6,666 3,378 3,288 22.1% 1,274 19.1% 

5:城西 17,759 4,782 2,251 2,531 26.9% 956 20.0% 

6:城北 21,901 6,365 3,032 3,333 29.1% 1,205 18.9% 

7:金泉 8,196 2,938 1,355 1,583 35.8% 715 24.3% 

8:鍋島 22,298 5,374 2,915 2,459 24.1% 955 17.8% 

9:諸富・蓮池 12,011 4,088 1,896 2,192 34.0% 847 20.7% 

10:大和 23,238 6,399 3,254 3,145 27.5% 1,209 18.9% 

11:富士 3,517 1,527 703 824 43.4% 332 21.7% 

12:三瀬 1,239 515 233 282 41.6% 132 25.6% 

13:川副 15,637 5,425 2,535 2,890 34.7% 1,197 22.1% 

14:東与賀 8,055 2,196 1,140 1,056 27.3% 419 19.1% 

15:久保田 7,727 2,193 1,089 1,104 28.4% 464 21.2% 

16:多久 18,806 6,776 3,477 3,299 36.0% 1,212 17.9% 

17:小城 14,260 3,150 1,591 1,559 22.1% 610 19.4% 

18:小城北 15,598 4,923 2,532 2,391 31.6% 963 19.6% 

19:小城南 15,217 4,827 2,385 2,442 31.7% 903 18.7% 

20:神埼 18,902 5,597 2,875 2,722 29.6% 986 17.6% 

21:神埼北 1,457 622 275 347 42.7% 146 23.5% 

22:神埼南 10,991 3,528 1,725 1,803 32.1% 657 18.6% 

23:吉野ヶ里 16,195 4,010 2,082 1,928 24.8% 675 16.8% 

総計 343,192 99,007 49,023 50,018 28.8% 19,420 19.6% 

※人口は令和2年９月末現在（本広域連合による把握値） 
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■日常生活圏域と各地域包括支援センターの配置図 
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第６節 本広域連合の地域包括ケア推進体制 

地域包括ケアシステムとは、「地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地

域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、住まい・医療・介護・

予防・生活支援サービスが包括的に確保される体制」と位置づけられています。 

本広域連合では、各構成市町の実情に応じた柔軟な取組を進めるとともに、個々の構成市

町のみで対応が困難な地域の共通課題について、広域連合として構成市町連携のもとで課題

解決を図ること、また、広域連携のスケールメリットを生かした適正な介護保険制度の運営

により、地域包括ケアシステムを推進しています。 

本計画においては、地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保や災害への備え、感染

症の流行への対応等、多様な機関が連携して取り組む必要がある課題が多くあります。これ

らの課題に対し、広域連合や構成市町をはじめとした関係機関の連携を一層強化し、対策を

講じます。 

 

 

■日常生活圏域、構成市町、広域連合の位置づけと役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

佐賀中部広域連合  

⇒広域連携のスケールメリットを生かした適正な介護保険制度の運営 

⇒個々の構成市町のみで対応が困難な地域の共通課題の解決に向けた連携・ 

コーディネート  等 

 

構成市町（佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町） 

⇒各市町の地域課題の把握と高齢者福祉施策の推進 

⇒複数の日常生活圏域を有する市では、市内の地域包括支援センター 

の指導、支援  等 

 
 

日常生活圏域（２３圏域） 

（高齢者の生活基盤となる単位） 
⇒地域包括支援センターの運営及びおたっしゃ本舗 

地域ケア会議における地域課題の把握  等  

 

連携 
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第４章 基本理念の実現に向けた施策の展開 

基本目標１ 地域で支えあうしくみづくり 

-地域包括ケア体制の充実- 

（１）地域包括支援センター運営の充実 

本広域連合では、２３の日常生活圏域全てに、「おたっしゃ本舗」という愛称で地域包括

支援センターを設置しています。 

地域包括支援センターの運営にあたって、本広域連合では「介護保険運営協議会」を設

置し、圏域全体の地域包括支援センターの運営方針を協議しています。構成市町は「地域

包括支援センター運営委員会」を設置し、地域の実情に合わせた運営について協議してお

り、各協議会、委員会がそれぞれの役割を担っています。 

 団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年、現役世代の減少が見込まれる 2040 年を見

据えた地域包括ケアシステムの深化・推進においては、地域における連携拠点として、地

域包括支援センターの役割や機能をさらに強化する必要があります。 

 また、支援を求める人の増加や課題の複雑化・多様化に対応するため、地域包括支援セ

ンターの総合相談機能の充実と自立支援に資するケアマネジメントの実践力を向上させて

いくことが求められます。 

 

事業の方向性 

ア）地域包括支援センター機能の充実 

● 各地域包括支援センター運営について、適切な水準が確保できるよう人員体制を含む

体制の整備に努めます。 

● 複数の地域包括支援センターを有する構成市町では、市町直営の地域包括支援センタ

ーが、民間法人が設置する地域包括支援センターの指導、支援等を行う統括部門を担っ

ています。この連携体制により更に地域包括支援センターの機能強化に努めていきます。 

● 地域包括支援センターに配置された専門職が、その知識や技能をお互いに生かしなが

ら、地域の高齢者が抱える様々な生活課題を柔軟な手法を用いて解決していくことがで

きるよう、地域包括支援センター職員向けの研修を実施し、更なる職員の資質向上を目

指します。 

● 地域包括支援センター業務の効率化や事務負担の軽減を図ることにより、相談支援や

介護予防ケアマネジメント業務等の充実に努めます。 

 

  

事業の方向性 
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イ）地域包括支援センターの事業評価・点検の実施 

● 地域包括支援センターが、地域において求められる機能を十分に発揮することができ

るよう、業務の状況を定期的に把握・評価し、地域包括支援センターの業務の改善や体

制整備の推進など必要な措置を講じます。 

 

ウ）おたっしゃ本舗地域ケア会議の充実 

● 「個別課題の解決」による高齢者個人に対する支援、「地域包括支援ネットワークの構

築」「地域課題の発見」の機能充実を図るため、おたっしゃ本舗地域ケア会議の開催計画

の策定等、定期開催の定着を第 7期に引き続き目指します。 

● 要支援者等の自立支援に向けた個別課題の解決や、地域の介護支援専門員の自立支援

に資するケアマネジメント実践力の向上に向けて、各種専門職団体と連携し、おたっし

ゃ本舗地域ケア会議へアドバイザーを派遣する事業（アドバイザー派遣事業）を第 7期

に引き続き継続します。 

※アドバイザー：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、栄養士、薬剤師 等 

● おたっしゃ本舗地域ケア会議の運営が円滑に進むよう、域内の居宅介護支援事業所へ

会議の趣旨等を周知し、地域の介護支援専門員の積極的な会議への参加を促します。 

● おたっしゃ本舗地域ケア会議を通じて発見された地域課題の解決に向け、構成市町や

多様な分野の専門職と連携し、地域ケア推進会議が有する「地域づくり・資源開発」「政

策の形成」機能の充実に努めます。 

 

実績と目標 

■おたっしゃ本舗地域ケア会議の開催実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

会議開催数 286回 227回 104回 205回 205回 205回 

自立支援に係る取

扱事例延べ件数 
138件 197件 77件 118件 135件 141件 

アドバイザー派遣 

派遣延べ人数 473人 365人 158人 236人 270人 282人 

 

 

 

 

  

実績と計画 
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（２）在宅医療・介護連携の推進 

 高齢者が住み慣れた地域で継続して日常生活を営むためには、医療と介護の両方が必要

な場合に、在宅医療と介護サービスが一体的に提供されることが必要です。在宅医療と介

護サービスを一体的に提供するためには、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者な

どの関係者の連携を推進することが重要となります。 

本広域連合では、構成市町ごとに各郡市医師会と連携し、医療・介護関係者の連絡会議

や研修会の開催、相談窓口の運営等の体制整備を進めています。 

 第 8期では、地域包括ケアシステムの実現に向けて、地域の実情に応じた柔軟な取組を

可能にしつつ、取組の更なる充実が図れるよう、「８つの事業項目」から「PDCAサイクル

に沿った取組」への事業の見直しが行われました。今後は、在宅医療・介護連携の趣旨を

明確にしつつ、地域の実情に応じた事業を選択し、実施していくことが必要です。 

 

事業の方向性 

● 医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を生活地域で支えていくため、各構成市町

とそれぞれの郡市医師会等の関係機関との連携を更に強化し、切れ目のない在宅医療と

介護の提供体制の構築を目指します。 

● 第 7期に作成した佐賀中部保健医療圏版退院支援ルールは、高齢者の入退院時におけ

る医療機関とケアマネジャーによる情報共有の参考ルールとなるもので、入退院時の情

報共有をより確実にするためにマニュアル化したものです。 

 第 8期においては、佐賀中部保健福祉事務所と連携し、医療と介護の関係者の情報共

有が円滑に行われるよう、佐賀中部保健医療圏版退院支援ルールの周知等、普及・啓発

を推進します。 

● 構成市町が取組を推進していく過程で、更に共通した施策として推進すべき課題等が

生じた場合は、広域連合全体の施策として構成市町との協議・検討を行います。 
 

■在宅医療・介護連携推進事業の主な取組 

 ※第７期で示された８つの事業を再編し、運用 

構成市町 

ア 現状分析・課題抽出・施策立案 

・地域の医療・介護の資源の把握 

・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

イ 対応策の実施 

・在宅医療・介護連携に関する相談支援 

・地域住民への普及啓発 

・地域の実情を踏まえた柔軟な実施が可能な取組 

医療・介護関係者間の情報共有の支援 

医療・介護関係者の研修 

ウ 対応策の評価及び改善の実施 

広域連合 構成市町共通の課題に対する施策の推進 

  

事業の方向性 
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績と目標 

■在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討する会議の開催実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催数 34回 37回 32回 35回 35回 35回 

 

■医療・介護関係者の研修会の開催実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催数 45回 28回 10回 23回 28回 33回 

 

 

（３）認知症施策の推進 

 本広域連合では、構成市町ごとに認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を

設置・配置しており、認知症総合支援事業等の体制を整備しています。 

 国の「認知症施策推進大綱」では、認知症の人ができる限り地域のよりよい環境で自分

らしく暮らし続けられることができる社会の実現を目指して、「共生」と「予防」を柱とし

た取組を推進することを目指しています。 

「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」

「認知症になっても進行を緩やかにする」ことを意味しており、誤った受け止めによって

新たな偏見や誤解が生じないよう、「共生」を基盤としながら取組を進める等の配慮が必要

です。 

 また、認知症サポーター養成講座の修了者による主体的な活動を促進するため、活動意

欲の高い認知症サポーターが地域で活躍できる環境づくりを進めることが必要です。 

 

事業の方向性 

ア）普及啓発・相談体制の整備 

● 認知症予防は、軽度の段階での早期発見や認知機能を維持するような日頃の生活習慣

が有効であることから、健康な高齢者を含めたすべての高齢者や地域住民等を対象とし

た認知症サポーターの養成の実施等、構成市町の実情に応じた認知症に関する知識や理

解の普及啓発に努め、地域の「認知症理解の促進」を図ります。 

● 総合相談窓口である地域包括支援センターにおける認知症に関する相談体制の充実に

努めます。 

  

事業の方向性 

実績と計画 
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イ）予防 

● 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤

立の解消等が、認知症予防に資する可能性が示唆されています。構成市町が一般介護予

防事業等で実施する介護予防教室や健康相談等の充実、高齢者等が身近に通える住民主

体の通いの場の拡充など、認知症の発症遅延や発症リスクの低減につながる可能性があ

る各種取組を推進します。 

 

ウ）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

● 認知症初期集中支援チーム等、認知症の早期診断、早期対応に向けた支援体制の充実

や、認知症地域支援推進員による認知症ケアパスの作成・活用の促進や認知症カフェの

運営又は活動支援など、構成市町の実情に応じた取組を進めます。 

● グループホーム等の介護サービスの基盤整備を行うとともに、介護従事者の認知症対

応力向上を促進するために、佐賀県が実施する認知症介護実践者研修等の受講促進に努

めます。 

 

エ）認知症バリアフリーの推進 

● 認知症でも不自由や不便を感じることが少ない生活空間や環境である認知症バリアフ

リーを推進するため、地域での見守り体制の推進や、新たに「チームオレンジコーディ

ネーター」を配置し、認知症サポーター等の活動が具体的な支援につながる仕組みづく

りなど、構成市町の実情に応じた地域づくりに努めます。 

● 構成市町が取組を推進していく過程で、共通した施策として推進すべき課題等が生じ

た場合は、広域連合全体の施策として構成市町との協議・検討を行います。そのために

構成市町間の情報共有等を図っていきます。 

 

実績と目標 

■初期集中支援チームの活動実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

訪問支援対象者数 

（実人数） 
23人 26人 16人 23人 23人 23人 

訪問支援回数 

（延べ） 
155回 134回 105回 141回 141回 141回 

 

■認知症カフェ等の箇所数実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

箇所数 20箇所 19箇所 18箇所 26箇所 27箇所 29箇所 

実績と計画 
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■認知症サポーター養成講座の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催回数 144回 109回 105回 118回 123回 123回 

参加者数（延べ） 5,226人 3,569人 3,050人 3,795人 3,445人 2,945人 

 

 

（４）生活支援体制の整備 

本広域連合では、構成市町区域（第１層）及び日常生活圏域（第２層）に生活支援コーデ

ィネーター（地域支え合い推進員）を配置し、各構成市町の協議体と連携して通いの場等

の地域資源や支援ニーズの把握、各地域団体への協力依頼等の働きかけ等、地域における

支え合い・助け合いを促進するための基盤整備を行っています。 

 生活支援体制整備事業は、構成市町ごとの地域資源や支援ニーズを踏まえた独自の取組

が求められる事業であり、地域における多様な主体の参画やボランティアなど地域住民の

力の活用など、生活支援の担い手の育成や生活支援等サービスの創設に向けた取組を進め

ています。 

 また、第 8期計画では、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するため、新たに

就労的活動をコーディネートするための人材（就労的活動支援コーディネーター）の配置

を検討していきます。 

 

事業の方向性 

● 高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことができるよう、地域住

民が共に支え合う地域づくりを念頭に、それぞれの構成市町が、その地域性によって、

生活支援コーディネーターや協議体の機能充実等を図り、地域における課題や資源を把

握し、高齢者等が自ら支援の担い手になるような取組など、高齢者の地域のニーズと地

域資源のマッチング、ネットワークの構築等を推進していきます。 

● 地域住民が共に支え合う地域づくりを進めていくためには、役割がある形での高齢者

の社会参加等を促進することは重要な取組の一つとなります。就労的活動支援コーディ

ネーターを配置するなど、取組を推進していくための体制整備については、全国的な事

例等を参考に構成市町と協議・検討していきます。 

● 「生活援助型訪問サービスヘルパー養成研修」では、要支援者等への適切な生活支援

サービスや介護予防の提供ができるよう、必要な知識や技術を習得できるカリキュラム

を実施しています。総合事業におけるサービス等、地域における担い手の養成を推進し

ます。 

事業の方向性 
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● 構成市町の独自性が強く求められる事業ですが、構成市町が取組を推進していく過程

で、共通した施策として推進すべき課題等が生じた場合は、広域連合全体の施策として

構成市町との協議・検討を行います。そのために構成市町間の情報共有等を図っていき

ます。 

■生活支援体制整備事業の主な取組 

構成市町 
・生活支援コーディネーターによる取組の推進 

・協議体の設置、運営 等 

広域連合 
・生活援助型訪問サービスヘルパー養成研修 

・構成市町共通の課題に対する施策の推進 

 

実績と目標 

■生活援助型訪問サービスヘルパー養成研修の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

受講者実人数 11人 18人 34人 60人 80人 100人 

 

  

実績と計画 
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（５）地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

 第 7期において、国は、「地域共生社会」の実現を掲げ、公的支援のあり方を「縦割り」

から「丸ごと」へと転換していくこと、「我が事」「丸ごと」の地域づくりを育む仕組みへと

転換していくことを目指し、改革を進めることとしています。 

 今後高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、地

域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものです。 

 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築等の社会福

祉基盤の整備とあわせて地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むこ

とで、地域共生社会の実現を図っていくことが必要です。 

 第 8期計画では、住民が抱える課題が複雑化・複合化する中で、2040年を見据えて、

また、地域共生社会の実現を目指して、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部

を改正する法律」が公布され、介護、障害、子ども、生活困窮の分野の相談支援や地域づく

りにかかる既存事業を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」が創設されました。 

 

 

 

 

● 地域共生社会の実現のため、重層的支援体制整備事業をはじめとする構成市町の実情に

応じた施策を実施していくことになりますが、施策の推進は、介護、障害、子ども、生活

困窮の分野の保健福祉部署が一体となって取り組むものであり、その方向性はそれぞれの

構成市町の考えに基づき構成市町ごとに決定されます。 

● 本広域連合は、構成市町の施策の方向性の中で、介護保険者としての役割を担うことで

地域共生社会の実現を目指します。 

  

事業の方向性 
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基本目標２ 健康づくりと介護予防の推進 

-高齢者の健康寿命の延伸- 
 

（１）介護予防・生活支援サービス事業の充実 

 介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者等を対象とする「介護予防・生活支援サ

ービス事業」と全ての高齢者等を対象とする「一般介護予防事業」を推進し、高齢者の介

護予防や自立支援を支援しています。 

 本広域連合の在宅介護実態調査では、在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスと

して、「外出同行」、「移送サービス」のニーズが高いほか、高齢者単身世帯では、同居家族

のいる世帯に比べ、「掃除・洗濯」「ゴミ出し」「見守り、声かけ」を求める割合が高くなっ

ています。こうした支援ニーズを踏まえながら、地域資源を活かした新たなサービスの創

出について検討していくことが必要です。 

 

事業の方向性 

● 要支援者等の様々な状態に応じたサービスを提供できるよう、広域連合及び構成市町

がそれぞれの役割に応じて、多様なサービスの充実を図り、要支援者等の自立した日常

生活を支援します。 

● 本広域連合においては、従来の介護予防訪問介護、介護予防通所介護に相当するサー

ビスに加え、要支援者等の状態や必要性に応じた選択を可能とするために、生活援助型

訪問サービスや運動型通所サービスを実施していますが、利用者は少ない状況です。サ

ービスを提供する事業所を拡充するための方策を検討するほか、必要に応じてサービス

内容の見直しを行います。 

● 構成市町におけるサービスの創出については、必要に応じて、他保険者等の取組に係

る情報収集・提供を行うとともに、市町サービスの検討状況等の把握や市町間の状況共

有等を図り、市町サービスの創設や充実に向け、構成市町との協議・検討を継続してい

きます。 

  

事業の方向性 
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■介護予防・生活支援サービスの主な取組 

 事業 サービス内容 実施方法 

広域連合 

訪問型 

サービス 

・介護予防訪問介護相当サービス 

（従来の介護予防訪問介護に相当するサービス） 

・生活援助型訪問サービス 

（身体介護が必要ない人に対して、生活援助のみのサービス） 
事業者指定 

通所型 

サービス 

・介護予防通所介護相当サービス 

（従来の介護予防通所介護に相当するサービス） 

・運動型通所サービス 

（短時間で運動器の機能向上の支援を利用できるサービス） 

構成市町 

訪問型 

サービス 

・訪問型サービスＢ 

（住民ボランティアによるゴミ出し等の生活援助） 

・訪問型サービスＣ 

（３～６か月の短期間で行われる専門職による相談・指導等） 

・訪問型サービスＤ 

（買い物、通院、外出時の支援等） 
委託 

補助や助成 

通所型 

サービス 

・通所型サービスＡ 

（相当サービスの基準を緩和した通所型サービス） 

・通所型サービスＢ 

（住民主体による要支援者等を中心とした通いの場） 

・通所型サービスＣ 

（３～６か月の短期間で行われる専門職による運動器の機能向上等プロ

グラム） 

 

実績と目標 

■訪問型サービス（指定事業者によるサービス提供）の利用実績と計画           

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

介護予防訪問介護相

当サービス 
1,300人 1,225人 1,254人 1,323人 1,345人 1,366人 

生活援助型訪問サー

ビス 
31人 35人 28人 50人 69人 88人 

 

■通所型サービス（指定事業者によるサービス提供）の利用実績と計画           

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

介護予防通所介護相

当サービス 
1,896人 1,874人 1,855人 1,981人 2,013人 2,045人 

運動型通所サービス 6人 14人 13人 21人 46人 66人 

 

■構成市町が独自に実施する多様なサービスの提供実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

多様なサービスを実

施する市町数 
2 2 3 4 5 5 

多様なサービスのサ

ービス数（累計） 
2 4 9 10 12 14 

多様なサービスの利

用者数 
3人 19人 130人 154人 161人 175人 

 

実績と計画 
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（２）一般介護予防事業の充実 

 一般介護予防事業は、元気なうちから、要介護状態等になることを予防し、活動的で生

きがいのある生活を送ることができるよう介護予防に取り組んでもらうことを目的として、

65歳以上の方なら誰でも利用できるサービスです。 

 通いの場の取組を始めとする一般介護予防事業は、住民が主体的に活動を推進すること

を基本とした事業です。地域のつながりの強化だけではなく、リハビリテーションの理念

を踏まえ事業を推進することで、生活機能全体を向上させることが重要となっています。

そのため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等の専門職が効果的に関与するなど、多

様な関係者や事業等が連携し、充実を図ることが求められています。 

 

事業の方向性 

ア）介護予防普及啓発事業の推進 

● 運動器の機能向上のみならず、口腔機能の向上、栄養改善に係るプログラム等、構成

市町の実情に応じた介護予防教室等を開催します。 

● 高齢者を中心とする地域住民が互いに支え合い、一人ひとりがその能力に応じ、生き

がいや役割を持って地域生活を送ることができるよう、地域における介護予防の拠点と

して地域の通いの場づくりに重点的に取り組みます。 

● 一般介護予防事業を含む総合事業全体の評価・効果検証を行い、必要に応じて評価結

果に基づく事業の改善等を図っていきます。 

 

イ）地域介護予防活動支援事業の推進 

● 高齢者が地域社会において、それぞれの意欲や能力に応じて活動できる機会を拡充す

るため、住民主体による通いの場等の活動や地域活動組織を支援し、介護予防の地域展

開を目指します。 

● ボランティア活動する高齢者自身の介護予防を趣旨としたサポーティア事業（ボラン

ティア・ポイント事業）の充実に努めます。また、今後、地域における担い手の育成とい

う視点も持った事業展開も検討していきます。 

 

ウ）地域リハビリテーション活動支援事業の推進 

● 地域における住民主体の介護予防活動が継続的に取り組めるよう支援するために、通

いの場等へ介護予防推進員を派遣し、安全で効果的な運動方法の指導やフレイル予防等、

専門的な知見に基づく助言等を行うことで、その活動を強化し、より効果的・効率的な

介護予防を推進します。 

● 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、専門的な見地から高齢者の有する能力を

評価し改善の可能性を助言するケアマネジメント支援等、リハビリテーション専門職団

体と連携し、介護予防や自立支援に資する取組を推進します。  

事業の方向性 
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■一般介護予防事業の主な取組 

 主な取組 

構成市町 

・パンフレットや広報等による啓発 

・介護予防（運動、口腔、栄養等）教室の開催 

・認知症予防教室等の開催（再掲） 

・自主的な活動グループの育成、支援 

・住民主体による通いの場への支援 

・介護予防に関するボランティア等の人材育成 

・高齢者ふれあいサロン事業等、社会参加の促進 

・介護予防に資する生きがいづくり講座等の開催 等 

広域連合 

・マスメディア等を活用した介護予防の普及・啓発 

・介護予防推進員派遣事業の実施 

・サポーティア事業の実施 等 

 

実績と目標 

■介護予防教室等（介護予防普及啓発事業）の開催実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実施回数 3,381回 2,884回 2,361回 2,940回 2,964回 2,992回 

参加者延べ人数 50,059人 49,488人 48,203人 61,735人 62,849人 64,988人 

 

■週 1回以上開催の通いの場の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

箇所数 143箇所 197箇所 218箇所 249箇所 279箇所 313箇所 

参加者実人数 2,493人 3,046人 3,404人 3,963人 4,537人 5,113人 

参加率 2.6％ 3.1％ 3.4％ 4.0％ 4.5％ 5.1％ 

※参加率＝参加者実人数／高齢者人口 

 

■介護予防推進派遣事業（自主グループへの派遣）の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

延べ派遣回数 165回 167回 236回 260回 306回 336回 

延べ参加者数 2,338人 2,276人 2,950人 3,250人 3,825人 4,200人 

 

■介護予防推進派遣事業（高齢者サロン等への派遣）の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

延べ派遣回数 10回 38回 23回 40回 45回 50回 

延べ参加者数 307人 876人 460人 880人 990人 1,100人 

  

実績と計画 
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（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

国では、令和元年に健康保険法の一部が改正され、市町村は、75歳以上高齢者に対する

保健事業と介護予防の一体的な実施に努めることが求められており、本広域連合の一部の

構成市町では、佐賀県後期高齢者医療広域連合と連携し、一体的実施に着手しています。 

介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業や介護予防・生活支援サー

ビス事業については、保健事業と連携することで、通いの場に参加しているフレイル（虚

弱）状態にある高齢者等を適切に医療サービスに接続したり、医療専門職やかかりつけ医

のすすめにより、通いの場や生活支援サービスに繋げたりすることで、事業を促進する効

果が期待できます。 

 

事業の方向性 

● 運動、口腔、栄養、社会参加などの観点から高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康づくりに参加でき、また、高齢者のフレイル

を把握した上で、適切な医療サービス等につなげることによって、疾病予防・重度化予

防の促進を目指します。 

● 事業の実施にあたっては、構成市町において、高齢者の医療・健診・介護情報等の活

用を含め国民健康保険担当部署等と連携して取組を進めることが重要であり、佐賀県後

期高齢者医療広域連合等との連携方策を含めた一体的実施の在り方に関しては、構成市

町ごとに方向性を定めることとなります。 

● 構成市町における一体的実施が着実に進むよう、必要に応じて佐賀県後期高齢者医療

広域連合との調整等を図るとともに、構成市町間における事業の実施状況等に関する情

報共有に努めます。 

 

実績と目標 

■佐賀県広域高齢者医療広域連合から事業を受託し、一体的実施に取り組む構成市町 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

一体的事業を実施

する構成市町数 
- - 2 5 5 5 

  

事業の方向性 

実績と計画 
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基本目標３ 自立と安心につながる支援の充実 

-在宅生活への支援と権利擁護の推進- 
 

（１）社会参加の推進 

本広域連合の構成市町では、介護予防に資する地域活動組織の支援等に取り組むことで、

ボランティア活動をはじめとした、高齢者の社会参加を促進しています。 

また、社会参加に結びつきにくい、孤立しがちな高齢者や障がいのある人については、

各構成市町において、社会参加を促すための交流活動や地域の身近な相談相手である民生

委員児童委員等による福祉サービスについての情報発信を推進し、地域とつながりを持つ

きっかけづくりを進めています。 

今後高齢化が一層進む中で、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、

一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域づく

りを目指して行くことが重要となっています。 

 特に、第 8期計画では、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進することが求めら

れており、高齢者が意欲や能力に応じて、「支える側」として地域で活躍することが期待さ

れています。 

 

 

● 高齢者が地域社会において、それぞれの意欲や能力に応じて活動できる機会を拡充す

るため、構成市町における地域活動組織への支援、高齢者の孤立防止等、高齢者の生き

がいづくりや社会参加を推進します。 

● 介護予防を目的とするサポーティア事業を推進し、ボランティア活動など高齢者の社

会参加活動を促進するとともに、高齢者が担い手として活動する住民主体の通いの場を

推進します。 

● 高齢者が地域の担い手として参画するきっかけとなるよう、サポーティア事業の仕組

みについて周知します。 

 

■在宅生活を支援するための主な取組 

 主な取組 

構成市町 

【一般介護予防事業】（再掲） 

・住民主体による通いの場への支援 

・介護予防に関するボランティア等の人材育成 

・高齢者ふれあいサロン事業等、社会参加の促進 

・介護予防に資する生きがいづくり講座等の開催 等 

広域連合 
【一般介護予防事業】（再掲） 

・サポーティア事業 

 

  

事業の方向性 
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■（参考）構成市町が高齢者福祉事業（一般財源等）で取り組む「社会参加の推進」のための主な取組 

 主な取組 

構成市町 

（社会参加の推進） 

・老人クラブ活動支援事業 

・シルバー人材センター支援事業 

・敬老会行事助成 等 

 

 

 

■サポーティア事業（ボランティア・ポイント）の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

サポーティア登録

者数 
560人 620人 930人 1,027人 1,123人 1,231人 

 

 

（２）在宅生活の継続支援 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果では、自分だけの力で普段の生活を営むこと

が難しくなった場合でも、約 5割の方が自宅で暮らすことを望んでいます。本広域連合と

構成市町では、地域の高齢者が住み慣れた地域でその人らしい在宅生活を継続するための

支援や、介護に携わる家族の心身の健康保持・増進のための支援等、地域の実情に応じた

取組を実施しています。 

今後も、家族介護者が、無理なく就労が継続できるよう、家族介護者への相談支援のほ

か、必要なサービスを適切に利用できる環境が求められています。 

 

事業の方向性 

ア）地域における自立した生活の継続支援 

● 一人暮らしの高齢者や認知症などの高齢者の増加が見込まれる中、地域のさまざまな

方々の協力や連携によるネットワークの構築など、構成市町の実情に応じた地域での見

守り体制を構築していきます。 

● 要介護者等の行動範囲の拡大や転倒予防、また、介護負担の軽減を図ることを目的と

した住宅改修費の一部を助成する「要介護者等住環境整備事業」を継続し、要介護者等

の在宅生活の質の向上を支援します。 

 

イ）介護に取り組む家族等への支援 

● 地域包括支援センターは、介護に関する高齢者や家族の相談を受けて、介護保険サービス

にとどまらない幅広い地域資源等の情報提供を含め、適切な支援や調整等を行います。 

事業の方向性 

実績と計画 
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● 介護する家族等を対象に、介護の知識・技術の取得を支援する介護者教室や情報交換

の場を、構成市町の実情に応じて提供します。 

● 企業や労働担当部門との連携などにより、介護する家族等に対する相談・支援体制の

強化に努めます。 

 

■在宅生活を支援するための主な取組 

 主な取組 

構成市町 

【任意事業】 

・配食サービス等を活用した安否確認事業 

・介護用品支給事業 

・家族介護教室、介護者交流会等の実施 等 

【包括的支援事業等】 

・高齢者見守りネットワーク事業 

※認知症高齢者に特化した見守り事業は任意事業で実施 

（基本目標１-(3) 認知症施策の推進 参照） 

【保健福祉事業】 

・在宅介護継続支援事業（介護用品支給） 

広域連合 
【一般財源事業】 

・要介護者等住環境整備事業 等 

 

■（参考）構成市町が高齢者福祉事業（一般財源等）で取り組む「自立と安心につながる支援」のための

主な取組 

 主な取組 

構成市町 

（在宅生活の継続支援） 

・生きがい対応型デイサービス事業 ・日常生活用具給付事業 

・緊急通報システム整備事業    ・あん摩、はり、きゅう等助成事業 等 

（安心につながる取組） 

・地域共生ステーション開設支援   ・避難行動要支援者支援事業 等 

 

  

■配食サービス等を活用した安否確認事業の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

利用回数 50,445回 44,931回 53,885回 59,480回 59,540回 59,600回 

利用実人数 298人 287人 301人 314人 319人 324人 

 

  

実績と計画 
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（３）高齢者の権利擁護 

現 状 

本広域連合では、地域包括支援センターや構成市町と連携し、高齢者の個人の尊厳を尊

重しその人らしい生活を継続できることを目指して、成年後見制度の活用促進、高齢者虐

待の防止などの高齢者の権利擁護を支援しています。 

今後、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性が一層

高まることが見込まれます。高齢者の個人の尊厳を尊重しその人らしい生活を継続できる

ことを目指して、虐待防止と高齢者の権利擁護のための取組を推進することが求められま

す。 

事業の方向性 

ア）高齢者虐待の防止及び対応 

● 地域包括支援センターは、圏域内の民生委員や自治会などの関係機関と連携し、地域

の高齢者の実態把握に努めるとともに、老人会や高齢者サロン等に積極的に出向き、高

齢者虐待防止の啓発活動を促進します。 

● 地域包括支援センターは、高齢者の身近な相談窓口として、高齢者虐待の予防や早期

発見・早期対応等に努めます。 

 また、虐待対応は構成市町の法的責任に基づいて行われるため、地域包括支援センタ

ーが通報を受けた場合は、速やかに構成市町に報告し、構成市町と連携した対応を行い

ます。 

● 本広域連合では、高齢者の尊厳を傷つけ、身体機能の低下を引き起こすことにつなが

る身体拘束について、啓発等による防止に努めます。 

また、施設等の利用者の家族や職員等から介護施設従事者等による虐待に関する通報

を受けた場合は、速やかに構成市町に報告するとともに、構成市町と連携して事実確認

等の対応を行います。 

 

イ）権利擁護の推進 

● 地域包括支援センターは、成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者の親族に対し

て、成年後見制度の説明や申立てに当たっての関係機関の紹介等を行い、成年後見制度

の活用促進に努めます。 

また、後見等開始の申立てを行える親族がいないと思われる場合や、親族があっても

申立てを行う意思がない場合は、構成市町に報告し、市町村申立てにつなげていきます。 

● 高齢者の消費者被害防止に向けて、佐賀県警察本部と連携し、消費者被害情報等を逐

次地域包括支援センターに情報発信し、消費者被害の未然防止・予防に努めます。 

  

現 状 

事業の方向性 
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実績と目標 

■成年後見制度利用支援事業（任意事業）の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

成年後見制度申立

に要する経費助成

件数 

33件 22件 23件 31件 31件 31件 

成年後見人等の 

報酬助成件数 
30件 31件 39件 48件 53件 58件 

 

  

実績と計画 
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基本目標４ 安心して介護保険サービスを利用できる環境づくり 

-地域包括ケア体制を支える介護サービスの基盤整備- 
 

（１）介護保険制度の円滑な運営 

本広域連合では、介護保険制度の信頼感を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資す

るため、公平・公正な要介護認定、介護保険財政の安定確保、保険者機能強化の推進に取

り組んでいます。 

事業の方向性 

ア）公平・公正な要介護認定 

● 公平・公正の観点から新規申請、変更申請及び更新申請の一部について、直接調査の

範囲の拡大に努め、適切な調査体制を確立します。 

● 認定調査員の専門知識の修得、技能の向上を図るために研修会や勉強会を継続的に実

施することにより、認定調査員の資質の向上及び判断基準の統一を図ります。 

● 認定調査員の資質の向上は、公平・公正な介護認定のためには重要な要素です。認定

調査における指導的役割を担う指導者を養成するため、国が実施する指導者育成研修へ

の受講に取り組みます。 

● 介護認定審査会は、コンピュータシステムの運用により、委員の作業の軽減や、正確

性・迅速化等の向上を目標とし、運営の適正化を図ります。 

● 介護認定審査会新規の委員のための研修会を実施するほか、介護認定審査会委員長・

副委員長会議を開催し、判定基準の平準化及び公平性の維持・向上を図ります。 

 

イ）介護保険財政の安定確保 

● 介護保険料の収納率の向上のため、口座振替やコンビニ納付の勧奨、未納者への納付

勧奨、訪問による催促等を行います。 

● 低所得者層の介護保険料について、公費投入により負担を軽減します。 

● 所得に応じた保険料の段階を設定し、より細かな応分の負担を行います。 

● 要介護等認定者が介護サービスを利用する際に、未納が続くことによって不利益（給

付制限）とならないよう、納付勧奨を行います。 

 

ウ）保険者機能強化の推進 

● 高齢者の自立支援や重度化防止の取組を推進するため、PDCAサイクルを活用し、保

険者機能の強化に努めます。 

● より効果的・有効的な保険者機能強化推進交付金等の活用方法等について、構成市町

と協議・検討し、高齢者の自立支援や重度化防止の取組等の推進に努めます。 

 

エ）事業者の指定・指導監督 

事業の方向性 



 

62 

● 地域密着型サービス及び居宅介護支援事業者の指定・指導監督のほか、本広域連合で

は、居宅サービス事業者の指定・指導監督の権限を県から受けて、主体的に指定・指導

監督事務を行い、制度管理の適正化とより良いケアの実現に向け、サービス事業者の質

の確保・向上を図ります。 

● 指定したサービス事業者等に対する実地指導の計画的かつ効率的な実施を図り、通報

や苦情等に対しては、機動的に実地指導を実施します。また、指定基準違反や不正請求

等に対しては監査を行い、事業所運営の適正化を図ります。 

 

 

実績と目標 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実地指導を行った

事業所数 91 103 80 120 120 120 

   ※指定介護予防サービスは、指定居宅サービスとあわせて１事業所としてカウント 

 

 

 

 

 

  

実績と計画 
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（２）介護給付の適正化への取組 

介護給付の適正化は、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要

とする過不足のないサービスを事業者がルールに従って適切に提供するよう促すことであ

り、適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を図ることで、介護保険制度

への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。 

介護給付の適正化のために保険者が行う介護給付適正化事業は、高齢者等が可能な限り、

住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、限られた資

源を効率的・効果的に活用するために、保険者が本来発揮すべき保険者機能の一環として

積極的に取り組むべきものであり、自らの課題認識の下に取組を進めていくことが重要と

なります。 

そこで、この取組を推進するため、介護保険者が取り組むべき施策に関する事業の方向

性（内容、実施方法）及び事業の目標値を定めます。現在、本広域連合は、国が示す主要５

事業に全て取り組んでいますが、達成度が低い事業もあるため、その充実に努めます。 

 

事業の方向性 

ア）要介護認定の適正化 

● 適正かつ公正な要介護認定の確保を図るため、すべての認定調査内容について継続し

て点検を行います。 

● 国の業務分析データを活用し、他保険者との比較による課題分析を行い、調査員研修

等に生かします。 

● 更新申請について、段階的に介護度別の保険者による直接調査を行います。 

● 委託事業所の調査員について、研修会の開催、個別の指導・助言を実施することによ

り、調査技術の向上を図ります。 

 

イ）ケアプランの点検 

● 受給者の状態に適合したサービス提供を確保するために、ケアマネジメントのプロセ

スを踏まえた自立支援に資する適切なケアプランとなっているかを介護支援専門員とと

もに点検することにより、介護支援専門員の「気づき」を促し、適正なプラン作成を行

います。 

 

ウ）住宅改修等の点検 

● 受給者の状態に応じた適切な住宅改修や福祉用具購入・貸与を推進するために、その

必要性や利用状況等について点検を実施します。 

● 住宅改修については専門的な知識を有している者により、事前申請時に書類審査を行

い、施工前・施工後においては、特に改修規模が大きいものや複雑なものに留意しなが

ら点検・確認を行うとともに、施工事業者への研修会を開催するなど、適切な住宅改修

事業の方向性 
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の実施に努めていきます。 

● 福祉用具の点検については、書類審査を行うことはもとより、より効果的に点検・確

認を行うために、訪問調査等を実施します。 

 

エ）縦覧点検・医療情報との突合 

● 国民健康保険団体連合会の適正化システムから提供される医療情報と介護保険の給付

情報を基に、介護報酬の支払状況の確認・点検や請求内容の誤り等を早期に発見し、適

正な給付の請求につなげていきます。 

 

オ）介護給付費通知 

● 介護保険者から受給者に給付状況の内容について通知することにより、受給者や事業

者に対して適正なサービスの利用と提供を普及啓発するとともに、受給者が自ら受けて

いるサービスを改めて確認してもらうことで、適正な請求につなげていきます。 

● 在宅におけるサービス全般と一部のサービスに特化した通知を送付することにより、

事業を実施しており、第8期においても、通知の内容や方法等に検討を加え、より事業効

果があがるように努めます。 

 

実績と目標 

 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30

年度 

令和元

年度 

令和 

2年度 

（見込み） 

令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

要介護認定の

適正化実施率 

認定調査の保険者点検 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

保険者直接調査率 

(更新申請・変更申請) 
67.0% 71.4% 67.3% 65.0% 65.0% 65.0% 

ケアプラン点検事業所数（点検数） 4(12) 10(18) 5(12) 15(45) 15(45) 15(45) 

住宅改修事前申請における工事見積書、

写真等書面における点検 
1,303 1,346 1,390 1,500 1,512 1,536 

疑義が生じた改修の現地調査   2  24 25 30 30 30 

医療情報との突合・縦覧 4,443 4,509 4,576 4,600 4,600 4,600 

介護給付費通知実施回数（回）   1   1 1 1 1 1 

  

実績と計画 
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（３）地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び質の向上 
 地域包括ケアシステムを支えていくためには、介護サービス等に携わる質の高い人材を

安定的に確保することが必要となります。特に、自立支援・重度化防止に資する適切なケ

アマネジメントの実現のためには、その中核を担う介護支援専門員の資質の向上が重要と

なっています。 

 また、介護支援専門員等の専門的人材の確保と併せて、介護分野で働く人材の確保・育

成を行い、介護現場全体の人手不足を解消するための取組が求められています。これまで

佐賀県等と連携して取り組んできた処遇改善や介護の仕事の魅力向上等に加え、多様な人

材の活用促進や職場環境の改善等の方策について検討することが求められます。 

 

事業の方向性 

ア）介護支援専門員の質の向上 

● 佐賀中部広域介護支援専門員協議会や佐賀県介護保険事業連合会などの関係団体と連

携・協力しながら、介護支援専門員を対象とする研修会等を実施することにより、介護

支援専門員の質の向上を図ります。 

 

イ）介護人材の確保と介護現場の改善 

● 必要となる介護人材の確保に向け、介護の仕事の魅力の向上や、外国人人材を含めた

多様な人材の確保・育成に向けた取組を、佐賀県と連携して推進します。 

● 介護保険者として、必要な介護サービスの提供を確保するため、介護サービス事業者

やその従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所や医療・介護関係団体等の

連携・協力体制の構築に努めます。 

● 文書作成様式の簡素化や標準化等による文書量の削減や、佐賀県が行う地域医療介護

総合確保基金を活用した先進機器（介護ロボット、ＩＣＴ機器）導入支援事業の活用推

進を支援するなど、業務の効率化による介護職員の負担軽減を図ります。 

● 介護予防・日常生活支援総合事業で実施する生活援助型訪問サービスは、人員基準を

緩和し、本広域連合が実施する生活援助型訪問サービスヘルパー養成研修の受講者もサ

ービス提供に従事することを可能としています。本広域連合の独自サービス等を担う人

材を養成することで、介護人材の確保に努めます。 

 

ウ）介護職員等の処遇の改善 

● 介護職員の賃金アップや、職場環境の改善による介護職員の定着が図られるように、

介護報酬の「介護職員処遇改善加算」の新規取得や、より上位の加算区分の取得の促進

に取り組みます。 

● 令和元年１０月に創設された「介護職員等特定処遇改善加算」制度では、経験・技能

のある介護職員に重点化した処遇改善を行うとともに、介護職員以外の職種にも配分で

きるように柔軟な運用が認められました。こうした制度が効果的に活用されるよう促し、

事業の方向性 
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介護現場の人材確保・離職防止を図ります。 

 

 

実績と目標 

 

■介護支援専門員を対象とした研修の参加者数の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 
令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

介護支援専門員及び

施設計画作成担当者

研修（2日間） 

138人 175人 200人 200人 200人 200人 

介護支援専門員研修

（介護支援専門員協

議会との共催） 

－ － 130人 130人 130人 130人 

介護支援専

門員地域同

行型研修 

(修了者数) 

主任 CM 12人 11人 － 15人 15人 15人 

初任 CM 11人 11人 － 15人 15人 15人 

 

■介護職員処遇改善加算等の取得促進の実績と計画 

 第 7期実績 第 8期計画 

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

対象事業所のうち、介

護職員処遇改善加算

を取得している割合 

90.1% 91.8% 93.6% 94.0% 94.5% 95.0% 

対象事業所のうち、介

護職員等特定処遇改

善加算を取得してい

る割合 

－ 49.4% 62.0% 64.7% 67.4% 70.0% 

※各年度 4月届出時点（介護職員等特定処遇改善加算の令和元年度のみ、制度が創設された 10月届出時点） 

 

 

 

（４）災害・感染症対策に係る体制整備 

 地震や台風、局地的な集中豪雨などの自然災害や新型感染症の流行など、非常時に適切

に対応することができるよう、体制強化が必要となっています。 

 介護サービスの提供にあたっては、日頃から介護事業所等と連携し、非常災害対策や感

染症拡大防止策の周知啓発、災害発生時や感染症発生時のサービスの確保に向けた連携体

制を構築しておくことが求められます。 

 

実績と計画 
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事業の方向性 

ア）災害に対する備えの検討 

● 介護事業所等と連携し、非常災害対策計画の策定状況、避難訓練の実施状況、災害時

に必要となる物資の備蓄・調達状況の確認など、必要な指導・確認を実施します。 

● 災害発生時に、介護事業所において避難や待機を行う状況下にあっても、適切な感染

症防止策が行えるよう、佐賀県や構成市町、保健所、協力医療機関との連携を強化しま

す。 

 

イ）感染症に対する備えの検討 

● 介護事業所と連携し、感染症発生時においてもサービスを継続するための備えが講じ

られているかを定期的に確認します。 

● 介護事業所等の職員が、感染症に対する理解や知見を有した上で業務にあたることが

できるよう、感染症対策の周知啓発等を行い、感染症への対応力の向上を図ります。 

● 感染症発生時に必要かつ適切な感染症対策が行えるよう、佐賀県や構成市町、保健所、

協力医療機関との連携を強化します。 

  

事業の方向性 
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第５章 介護サービスの基盤整備方針 

第１節 介護保険施設・居住系サービス等の状況 

１ 介護保険施設・居住系サービス等の整備状況 

佐賀中部広域連合を含む佐賀県は、介護保険施設、居住系サービス及びその他の高齢者

向けの住まいの整備状況は、全国的にみて進んでいるといえます。このため、介護保険施

設については、第３期から第７期まで新規整備が行われていません。 

 

■ 各市町における介護保険施設・居住系サービスの整備状況 

（単位：上段：床、下段：施設） 

市町名 

施
設
種
類 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

地
域
密
着
型 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

介
護
老
人
保
健
施
設 

介
護
医
療
院 

介
護
療
養
型
医
療
施
設 

介
護
保
険
施
設 

計 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
（グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
） 

特
定
施
設
入
居
者 

生
活
介
護 

地
域
密
着
型
特
定
施 

設
入
居
者
生
活
介
護 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

計 

施
設
・居
住
系 

サ
ー
ビ
ス 

合
計 

佐賀市 
床数 786 40 979 28 89 1,922 582 295 0 877 2,799 

施設数 13 2 12 1 2 30 51 12 0 63 93 

多久市 
床数 79 0 133 52 0 264 35 120 0 155 419 

施設数 1 0 3 1 0 5 3 2 0 5 10 

小城市 
床数 177 20 94 0 0 291 117 30 0 147 438 

施設数 3 1 2 0 0 6 11 1 0 12 18 

神埼市 
床数 150 0 80 60 0 290 81 120 0 201 491 

施設数 3 0 1 1 0 5 7 3 0 10 15 

吉野ヶ 

里町  

床数 50 0 0 0 0 50 36 0 0 36 86 

施設数 1 0 0 0 0 1 4 0 0 4 5 

合 計 
床数 1,242 60 1,286 140 89 2,817 851 565 0 1,416 4,233 

施設数 21 3 18 3 2 47 76 18 0 94 141 

参 考 
 

  
 

   
（令和３年３月末日予定） 

佐賀県 

全 体 

床数 3,578 144 2,936 271 399 7,328 2,335 1,428 72 3,835 11,163 

施設数 58 7 41 7 12 125 191 36 3 230 355 

（令和２年９月１日現在） 
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■ 各市町における有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置状況 

         ※特定施設入居者生活介護の指定を受けたものを除く 

  施設種類 

 

市町名 

有料老人ホーム 
サービス付き 

高齢者向け住宅 

定員数 施設数 定員数 施設数 

佐賀市 2,001  79  
227  

（10） 

8  

（1） 

多久市 100  4  17  1  

小城市 243  11  94  2  

神埼市 180  6  48  2  

吉野ヶ里町 —  —  —  —  

合 計 2,524 100 
386  

（10） 

13  

（1） 

参考 
  ※(  )内は、有料老人ホームに該当しない 

サービス付き高齢者向け住宅の内数 

佐賀県 5,361 213 
556  

（10） 

21  

（1） 

（令和２年７月１日現在） 

 

２ 介護老人福祉施設の入所申込者（待機者）の状況 

佐賀県が行った「令和２年度特別養護老人ホームの入所申込者等調べ」において、本広域

連合圏内の介護老人福祉施設の入所申込者（待機者）の数は、７７１人となっています。 

入所申込者の介護度をみると、「要介護３」の方が最も多く、次いで、「要介護４」、「要介護

５」の方となっています。 

入所申込者の現在の住まいの場所については、「在宅」と「病院」で半数を超えており、次

いで、「有料老人ホーム」「介護老人保健施設」となっています。 

 

■介護老人福祉施設の入所申込者（待機者）の介護度 

                                                     （単位：人） 
介護度 

 

市町名 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 不明 計 

佐賀市 1 4 38 48 204 126 57 1 479 

多久市 1 0 2 2 10 9 10 0 34 

小城市 0 0 4 19 66 49 34 0 172 

神埼市 0 1 5 1 30 20 7 0 64 

吉野ヶ里町 0 0 2 3 8 7 2 0 22 

総計 2 5 51 73 318 211 110 1 771 

（構成比） 0.3% 0.6% 6.6% 9.5% 41.2% 27.4% 14.3% 0.1% 100.0% 
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■介護老人福祉施設の入所申込者（待機者）の現在の住まいの場所 

                                                     （単位：人） 

住
ま
い
の
場
所 

 

 
 

 
 

 

市
町
名 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

介
護
老
人
保
健
施
設 

介
護
療
養
型
医
療
施
設 

（介
護
医
療
院
を
含
む
） 

病
院 

養
護
老
人
ホ
ー
ム 

ケ
ア
ハ
ウ
ス 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
（グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
） 

在
宅 

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向

け
住
宅 

そ
の
他
・不
明 計 

佐賀市 13 69 8 114 1 3 88 32 132 6 13 479 

多久市 0 10 3 8 0 1 4 1 3 0 4 34 

小城市 3 38 2 41 0 1 20 16 38 4 9 172 

神埼市 1 4 2 17 0 1 5 4 22 2 6 64 

吉野ヶ里町 1 0 0 7 0 0 5 1 6 0 2 22 

総計 18 121 15 187 1 6 122 54 201 12 34 771 

（構成比） 2.3% 15.7% 1.9% 24.3% 0.1% 0.8% 15.8% 7.0% 26.1% 1.6% 4.4% 100.0% 
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第２節 介護サービスの基盤整備について 

１ 介護サービスの基盤整備の方針 

 介護保険施設、居住系サービス及びその他の高齢者向けの住まいの整備率が全国でも上位

である佐賀県では、第８期においても、介護保険施設の新設・増床は原則として行われませ

ん。 

 こうした状況において、介護老人福祉施設の入所待機者のうち、在宅で過ごされている介

護度の高い方や、介護度が低くても入所の必要性が高い方、特に認知症の方への対応が重要

となります。 

また、介護サービスが利用できないために、介護と就労の両立ができなくなり、離職しな

ければならない人をなくすことも必要です。 

このため、本広域連合では、認知症の方の「住まい」となる「認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）」や、重度者をはじめとする要介護高齢者が在宅で安心して日常生活を

送るための、在宅生活を支えるサービスである「小規模多機能型居宅介護」、「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護」、「看護小規模多機能型居宅介護」等の地域密着型サービスが充足さ

れるよう基盤整備を推進します。 

 

 

２ 介護保険施設・居住系サービスの入所定員総数 

本広域連合では、介護保険施設の新規整備が行われない状況において、第７期まで、認知

症の方が住み慣れた地域で、少人数で共同生活を営む居住系サービスである「認知症対応型

共同生活介護（グループホーム）」の整備を進めてきました。  

第８期においても、認知症の方が住み慣れた地域で生活を継続することができるように、

引き続き、総量規制がある「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」の増床を図りま

す。 

 

■地域密着型サービスの必要入所（利用）定員総数                            （単位：人） 

区分 
実績 計画 第 8 期 

定員増加分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 
851 851  869  896  45 

地域密着型特定施設入居者生活介

護  ※定員 29 人以下の介護専用型 
0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設 
（定員 29人以下の特別養護老人ホーム） 

60  60  60  60  0 
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■（参考）佐賀県介護保険事業支援計画における施設・居住系サービスの必要入所（利用）定員総数 

   ※本広域連合圏域内の施設・居住系サービスのみ抜粋                       （単位：人） 

区分 
実績 計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介 護 老 人 福 祉 施 設 
（定員 30人以上の特別養護老人ホーム） 
※下段カッコ内は、ショートステイ定床化
（外数）の累計数。 

1,181 1,181  1,181  1,181  

(61) (96) 

介 護 老 人 保 健 施 設 1,286  1,286  1,286  1,286  

介 護 医 療 院 140  178  178 178  

介 護 療 養 型 医 療 施 設 89  43  43  43  

混合型特定施設入居者生活介護 
※上段は必要利用定員総数 
※下段は指定可能（見込）数 

395  395  437  479  

565 565 625 685 

※ 混合型特定施設の「必要利用定員総数」は、総定員のうち、要介護者が利用されていると推定されている割合（推

定利用定員を定める際の係数）を 70％としている。 

 

第３節 地域密着型サービスの整備について 

１ 地域密着型サービスの利用について 

高齢者が住み慣れた地域での生活を続けることができるように、身近な地域で提供される

地域密着型サービスの利用が必要なものとなります。 

本広域連合では、地域資源を十分に活用しながら、本広域連合の圏域全体で高齢者の生活

を支えるため、地域密着型サービスの利用については圏域全体の調整を図り、日常生活圏域

を越えて利用できることとします。 

 

２ 事業者の指定等について 

地域密着型サービスの日常生活圏域を越えた利用を可能とするため、基盤整備については、

引き続き、圏域全体の調整を図ることとします。事業者については、公平・公正を期するた

めに広く募集を行うことを原則として、地域密着型サービス運営委員会の意見を踏まえた上

で選定し、指定を行うこととします。 

 

３ 地域密着型サービスの整備方針 

地域密着型サービスについては、居住系サービスである「認知症対応型共同生活介護（グ

ループホーム）」の整備を進めるとともに、重度者をはじめとする要介護高齢者が安心して地

域で暮らしていけるように、また、家族介護者の負担が軽減されるように、「小規模多機能型

 

 

 

県にて集計中 
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居宅介護」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「看護小規模多機能型居宅介護」といっ

た在宅生活を支えるサービスの地理的配置バランスを勘案した整備を進め、これらのサービ

スの充実を図ります。 

 

■ 日常生活圏域ごとの施設数見込み 

（単位：施設） 

日常生活 
圏域 

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護 

小規模多機能型居宅
介護、介護予防小規模
多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型 
居宅介護 

認知症対応型共同生活

介護、介護予防認知症

対応型共同生活介護 

実績 見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績 見込み 

令和２ 
年度 

令和３ 
～５年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
～５年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
～５年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
～５年度 

1:佐賀    1   2 1 

2:城南   1    3 1 

3:昭栄   1  1  4  

4:城東   2    4  

5:城西 1  2    6  

6:城北   3    3 1 

7:金泉   1    4  

8:鍋島   2    3  

9:諸富・蓮池   1    4  

10:大和   1    6  

11:富士   1    1  

12:三瀬   1    1  

13:川副   2    5  

14:東与賀    
1 

1  3  

15:久保田      2  

16:多久    1  

1 

3 1 

17:小城      4  

18:小城北 1  3   3 1 

19:小城南   1   4  

20:神埼  

1 

1   

1 

5  

21:神埼北       

22:神埼南     2  

23:吉野ヶ里  2   4  

計 2 1 25 3 2 2 76 5 
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第６章 介護保険事業量等の推計と保険料の算定 

第１節 介護サービス等の見込み量 

１ 介護サービス等の見込量、給付費等の見込 

■サービス見込量の算定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 要介護認定者数の推計 

認定者数の推移を勘案し、要支援 1～要介護５各介護度で性別・年齢５歳区分別の認定率（2019 年・

2020 年平均）を算出し、推計人口に掛けて算出。 

① 施設・居住系サービスの利用者数の見込み 

施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）、地域密着

型施設サービス（認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）、特定施

設入居者生活介護の利用者数の見込みについて、施設整備動向を踏まえ調整。 

② 在宅サービス利用者数の見込み 

認定者数推計から施設・居住系サービスの利用者数推計を引き、在宅サービス利用率を掛けて算出。 

※在宅介護サービスの利用率については、利用動向を踏まえ調整。 

第１号被保険者保険料額の設定 

総給付費＋高額介護サービス費等諸費用 ＋ 地域支援事業費× 第１号被保険者負担分 ＋ 調整交付

金相当額 － 調整交付金見込み額－準備基金取り崩し予定額÷ 保険料収納率÷所得段階別加入割合

補正被保険者数 

■ 将来人口推計 

構成市町ごとに、令和２年９月末現在の住民基本台帳人口を起点に「コーホート要因法」を用いて将

来人口推計を行っています。要因設定には、国立社会保障・人口問題研究所が平成 30 年３月に公表し

た「日本の地域別将来推計人口」の構成市町ごとの生残率、純移動率、子ども女性比、０～４歳性比を

使用。 

④ 地域支援事業の推計 

地域支援事業の利用者数、事業費について、今後の施策動向を踏まえ算出。 

③ 介護サービス利用料、給付費の推計 

利用者数推計にサービス別・要介護度別の１人当たり給付額（実績からの推計）を掛けて算出。 
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（１）施設・居住系サービスの利用者数の見込み 

要支援・要介護認定者数の推計後、令和５（2023）年度、および令和７（2025）年度、

令和 22（2040）年度に向けた施設・居住系サービス利用者を要介護度別に推計します。 

なお、介護療養型医療施設は令和５（2023）年度末に廃止されることとなっており、新

たな指定は行わないこととなっています。 

また、各利用者数については、現時点での見込みで算定しておりますので、今後変わる

可能性があります。 

 

■施設・居住系サービス利用者数の推移と今後の見込み 

（単位：人） 

区分 
実績 計画 推計 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
令和 

７年度 

令和 

22 年度 

 介 護 老 人 福 祉 施 設 1,230  1,243  1,209  1,243  1,243  1,278  1,278 1,278 

 介 護 老 人 保 健 施 設 1,193  1,182  1,170  1,182  1,182  1,182  1,182 1,182 

 介 護 医 療 院 30  121  114  152  152  152  152 152 

 介護療養型医療施設 138  96  85  39  39  39  - - 

 地域密着型介護老人福祉施設 60  60  60  60  60  60  60  60  

 
施設サービス利用者 

計 
2,651  2,702  2,638 2,676 2,676 2,711 2,672 2,672 

          

 特定施設入居者生活介護 272  311  323  379  416 452 452 555 

 
認知症対応型共同生活

介護 
724  726  736  774 804 828 828 1,018 

 
居住系介護 

サービス利用者数 計 
996  1,037  1,059  1,153 1,220 1,280 1,280 1,573 

          

 
介護予防特定施設入居 

者生活介護 
77  74  71  90 103 117 117 143 

 
介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
44  49  57  59  65  68 68 84 

 
居住系介護予防 

サービス利用者 計 
122  123  128  149 168 185 185 227 

※小数点以下を四捨五入しており、合計値が若干違う場合があります。（以下同じ） 
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23 16 18 16 16 23 23 23

51 42 30 42 42 49 49 49
362 381 406 381 381 388 388 388

410 427 420 427 427 434 434 434

384 377 335 377 377 384 384 384

1,230 1,243 1,209 1,243 1,243 1,278 1,278 1,278 

0

300

600

900

1200

1500

1800

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度

（人）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

237 246 259 246 246 246 246 246

245 248 253 248 248 248 248 248

296 310 306 310 310 310 310 310

236 212 193 212 212 212 212 212

180 166 159 166 166 166 166 166

1,194 1,182 1,170 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182

0
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900

1,200
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1,800

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度

（人）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

① 介護老人福祉施設 

● 介護老人福祉施設については、現時点の利用状況に基づいて、利用者数を見込んでい

ます。 

また、佐賀県が実施するショートステイの定床化の影響により、令和５年度以降は利

用者数が増加するものとして見込んでいます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 介護老人保健施設 

● 介護老人保健施設については、現時点の利用状況に基づいて、利用者数を見込んでい

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８期計画期間 

第８期計画期間 
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2

12
17 18 18 18 18 182

8
11 14 14 14 14 14

4

21 11

27 27 27 27 27

7

33
26

39 39 39 39 39

15

47
49

54 54 54 54 54

30 

121 
114 

152 152 152 152 152 

0
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度

（人）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

4 4 3 1 1 1

3
1 3

1 1
116

9 10
5 5 5

43

34 25

11 11 11

72

48

44

21 21 21

138 

96 

85 

39 39 39 

0

50

100

150

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度

（人）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

③ 介護医療院 

● 介護医療院については、現時点の利用状況及び介護療養型医療施設からの転換見込み

により、利用者数を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 介護療養型医療施設 

● 介護療養型医療施設については、現時点の利用状況に基づいて利用者数を見込んでい

ます。なお、当該施設は、令和５年度末までに廃止される予定となっております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８期計画期間 

第８期計画期間 
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0 0 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1

13 11
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23
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度

（人）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護合計

30 29 26 36 42 49 49 51 
47 45 45 54 61 68 68 92 
88 97 115

125
132 

139 139

170 
58 72 62

74
80 

89 89

109 

67
78 78
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98 
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40
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護合計

⑤ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

● 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、現時点の利用状況に基づい

て、利用者数を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

● 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護については、現時点の利

用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８期計画期間 

第８期計画期間 
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44 49 57 59 65 68 68 84 

208 208 224 230 237 240 240
293 

170 190
203 215 220 224 224

275 173 171
157 165 174 178 178

220

109 99 95
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64 58 57
62 
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度

（人）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護合計

⑦ 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

● 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護については、現時点

の利用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８期計画期間 
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（２）在宅サービス利用者数の見込み 

全体の認定者数のうち、施設・居住系サービス利用人数を除いた人数が在宅サービス対

象者数です。各在宅サービスの利用者数は、在宅サービス対象者数に各サービスの利用率

を掛けて見込みます。 

なお、各利用者数については、現時点での見込みで算定しておりますので、今後変わる

可能性があります。 

 

■在宅サービス対象者数の推移と今後の見込み 

（単位：人） 

区分 
実績 計画 推計 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22 年度 

 要 支 援 1 3,465 3,400 3,377 3,464 3,513 3,563 3,679 4,323 

 要 支 援 ２ 3,419 3,503 3,604 3,634 3,684 3,735 3,861 4,657 

 要 介 護 １ 4,162 4,280 4,369 4,443 4,521 4,600 4,788 5,986 

 要 介 護 ２ 1,988 1,903 1,849 1,923 1,962 1,996 2,096 2,737 

 要 介 護 ３ 1,450 1,413 1,405 1,482 1,519 1,555 1,670 2,337 

 要 介 護 ４ 736 738 732 768 790 809 892 1,352 

 要 介 護 ５ 501 420 438 450 463 465 535 841 

 在宅サービス 

対象者数  計 
15,721 15,656 15,774 16,164 16,452 16,723 17,521 22,233 

 

 

① 訪問介護 

● 訪問介護については、現時点の利用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 
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要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護合計

第８期計画期間 
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② 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

● 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護については、現時点の利用状況に基づいて、利

用者数を見込んでいます。 

 

 

③ 訪問看護、介護予防訪問看護 

● 訪問看護、介護予防訪問看護については、現時点の利用状況に基づいて、利用者数を

見込んでいます。 
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④ 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

● 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションについては、現時点の利

用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 

 

⑤ 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

● 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導については、現時点の利用状況に基づ

いて、利用者数を見込んでいます。 
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⑥ 通所介護 

● 通所介護については、現時点の利用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 

 

 

⑦ 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 

● 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては、現時点の利

用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 
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● 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護については、現時点の利用状況に基づ

いて、利用者数を見込んでいます。 

  また、佐賀県が実施するショートステイの定床化の影響により、令和５年度以降は利

用者数が減少するものとして見込んでいます。 

  

⑨ 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 

● 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護については、令和元年度の利用状況に

基づいて、利用者数を見込んでいます。 
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⑩ 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

● 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与については、現時点の利用状況に基づいて、利

用者数を見込んでいます。 

 

⑪ 特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

● 特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売については、令和元年度の利用状況に

基づいて、利用者数を見込んでいます。 
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⑫ 住宅改修 

● 住宅改修については、令和元年度の利用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 介護予防支援・居宅介護支援 

● 介護予防支援・居宅介護支援については、現時点の利用状況に基づいて、利用者数を

見込んでいます。 
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⑭ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、現時点の利用状況に基づいて、利用

者数を見込んでいます。 

 

 

⑮ 夜間対応型訪問介護 

● 夜間対応型訪問介護については、１事業所でサービスを実施しており、令和３年度以

降、利用者数を見込んでいます。 
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⑯ 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

● 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護については、現時点の利用状

況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 

 

⑰ 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

● 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護については、現時点の利

用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 
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⑱ 看護小規模多機能型居宅介護・介護予防看護小規模多機能型居宅介護 

● 看護小規模多機能型居宅介護・介護予防看護小規模多機能型居宅介護については、令

和元年度の利用状況に基づいて、利用者数を見込んでいます。 

 

⑲ 地域密着型通所介護 

● 地域密着型通所介護については、現時点の利用状況に基づいて、利用者数を見込んで

います。 
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２ 介護サービス給付費・見込み量の推計 

（１）介護サービス給付費・見込み量推計の総量 

（単位：上段：千円/年、中段：回/月・日/月、下段：人/月） 

 
 

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

（１） 居宅サービス 給付費計 11,623,013 12,021,227 12,369,940 12,875,607 16,939,872 

 訪問介護 給付費 1,091,986  1,125,384  1,159,613  1,154,006  1,452,235  

 回数 33,557.5  34,579.0  35,632.6  35,475.1  44,649.5  

 人数 1,671  1,713  1,756  1,784  2,231  

 訪問入浴介護 給付費 46,544  48,602  50,466  53,710  75,690  

 回数 330.8  345.4  358.8  381.9  538.9  

   人数 71  74  77  82  116  

 訪問看護 給付費 312,346  322,455  331,632  331,212  417,349  

 回数 5,251.9  5,419.4  5,571.1  5,573.3  7,018.9  

   人数 587  605  621  625  786  

 訪問リハビリテーション 給付費 85,795  88,651  90,819  95,909  128,758  

 回数 2,494.8  2,577.7  2,640.5  2,788.2  3,742.1  

   人数 235  243  249  263  354  

 居宅療養管理指導 給付費 200,242  206,049  212,079  212,626  267,715  

 人数 1,720  1,770  1,822  1,826  2,299  

 通所介護 給付費 5,806,109  5,977,501  6,152,745  6,483,875  8,759,394  

 回数 63,699.5  65,476.2  67,293.7  70,738.2  94,467.7  

   人数 3,529  3,622  3,717  3,897  5,144  

 通所リハビリテーション 給付費 1,615,073  1,651,530  1,691,108  1,764,113  2,281,462  

 回数 18,019.1  18,416.0  18,843.6  19,630.3  25,232.1  

   人数 1,810  1,850  1,893  1,972  2,535  

 短期入所生活介護 給付費 820,403  846,247  820,403  871,705  1,102,270  

 日数 9,019.1  9,293.8  9,019.1  9,596.6  12,121.9  

   人数 597  614  597  636  801  

 短期入所療養介護 給付費 83,811  86,682  87,287  93,155  131,239  

 日数 674  697  702  748  1,048  

   人数 97  100  101  107  146  

 福祉用具貸与 給付費 662,157  681,983  702,087  739,900  1,000,849  

 人数 4,620  4,747  4,876  5,119  6,803  

 特定福祉用具購入費 給付費 20,468  20,468  21,244  22,736  28,840  

 人数 54  54  56  60  76  

 住宅改修費 給付費 34,800  34,800  35,687  37,890  47,470  

 人数 43  43  44  47  59  

 特定施設入居者生活介

護 

給付費 843,279  930,875  1,014,770  1,014,770  1,246,601  

 人数 379  416  452  452  555  
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（単位：上段：千円/年、中段：回/月・日/月、下段：人/月） 

 
 

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

（２） 地域密着型サービス 給付費計 5,640,311  5,875,270  6,146,476  6,327,729  8,169,191  

 定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

給付費 25,456  31,559  37,663  37,663  48,225  

 人数 15  20  25  25  31  

 夜間対応型訪問介護 給付費 4,398  4,398  4,398  5,072  8,796  

   人数 10  10  10  12  20  

 地域密着型通所介護 給付費 1,916,629  1,976,683  2,036,163  2,150,127  2,933,335  

 回数 18,936.6  19,485.5  20,041.8  21,105.5  28,405.3  

   人数 1,117  1,147  1,178  1,237  1,643  

 認知症対応型通所介護 給付費 187,858  193,296  199,428  210,119  284,021  

 回数 1,711.4  1,760.3  1,813.1  1,909.0  2,565.8  

  人数 146  150  154  162  215  

 小規模多機能型居宅介護 給付費 847,168  892,325  987,461  987,461  1,359,270  

 人数 408  426  466  466  628  

 認知症対応型共同生活介護 給付費 2,355,237  2,447,109  2,522,244  2,522,244  3,101,416  

  人数 774  804  828  828  1,018  

 地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

給付費 206,276  206,276  206,276  206,276  206,276  

 人数 60  60  60  60  60  

 看護小規模多機能型居宅

介護 

給付費 97,289  123,624  152,843  208,767  227,852  

 人数 35  44  53  72  78  

（３） 施設サービス 給付費計 8,646,673  8,646,673  8,750,568  8,582,307  8,582,307  

 介護老人福祉施設 給付費 3,885,800  3,885,800  3,989,695  3,989,695  3,989,695  

 人数 1,243  1,243  1,278  1,278  1,278  

 介護老人保健施設 給付費 3,889,470  3,889,470  3,889,470  3,889,470  3,889,470  

   人数 1,182  1,182  1,182  1,182  1,182  

 介護医療院 給付費 703,142  703,142  703,142  703,142  703,142  

   人数 152  152  152  152  152  

 介護療養型医療施設 給付費 168,261  168,261  168,261  - - 

  人数 39  39  39  - - 

（４）居宅介護支援 
給付費 1,111,497  1,140,435  1,170,597  1,185,708  1,487,427  

人数 7,222  7,404  7,594  7,712  9,663  

合計 給付費 27,021,494  27,683,605  28,437,581  28,971,351 35,178,797 
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（２）介護予防サービス給付費・見込み量推計の総量 

（単位：上段：千円/年、中段：回/月・日/月、下段：人/月） 

 
 

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

（１） 介護予防サービス 給付費計 1,073,451  1,101,793  1,129,921  1,163,277  1,399,202  

 介護予防訪問入浴介護 給付費 190  190  190  190  190  

 回数 1.9  1.9  1.9  1.9  1.9  

 
 

人数 1  1  1  1  1  

 介護予防訪問看護 給付費 68,068  69,072  70,445  72,821  87,181  

 回数 1,306.7  1,326.0  1,352.3  1,397.9  1,673.2  

   人数 201  204  208  215  257  

 介護予防訪問リハビリテー

ション 

給付費 23,262  23,543  23,918  24,950  29,452  

 回数 667.2  675.2  686.0  715.6  844.8  

   人数 68  69  70  73  86  

 介護予防居宅療養管理指

導 

給付費 19,469  19,789  20,214  20,855  24,883  

 人数 183  186  190  196  234  

 介護予防通所リハビリテー

ション  

給付費 615,562  625,981  635,668  655,558  786,267  

 人数 1,598  1,625  1,650  1,702  2,033  

 介護予防短期入所生活介

護 

給付費 20,674  20,899  20,674  22,016  26,374  

 日数 318.9  323.4  318.9  340.0  407.1  

   人数 43  44  43  46  55  

 介護予防短期入所療養介

護 

給付費 5,567  5,567  5,567  6,074  7,086  

 日数 52.8  52.8  52.8  57.6  67.2  

   人数 11  11  11  12  14  

 介護予防福祉用具貸与 給付費 162,428  165,090  167,740  172,957  206,795  

 人数 2,082  2,116  2,150  2,217  2,648  

 介護予防特定福祉用具購

入費 

給付費 14,959  15,242  15,242  15,840  18,855  

 人数 50  51  51  53  63  

 介護予防住宅改修費 給付費 56,066  56,954  57,819  59,572  70,953  

 人数 64  65  66  68  81  

 介護予防特定施設入居者

生活介護 

給付費 87,206  99,466  112,444  112,444  141,166  

 人数 90  103  117  117  143  

（２） 地域密着型サービス 給付費計 250,681  270,048  280,012  280,012  344,424  

 
介護予防認知症対応型通

所介護 

給付費 17,580  18,371  18,371  18,371  23,281  

 回数 165.0  172.3  172.3  172.3  218.4  

 人数 25  26  26  26  33  

 介護予防小規模多機能型

居宅介護 

給付費 74,689  77,155  79,064  79,064  95,607  

 人数 87  90  92  92  111  

 介護予防認知症対応型共

同生活介護 

給付費 158,412  174,522  182,577  182,577  225,536  

 人数 59  65  68  68  84  

（３）介護予防支援 
給付費 167,850  170,547  173,297  178,955  213,655  

人数 3,174  3,225  3,277  3,384  4,040  

合計 給付費 1,491,982  1,542,388  1,583,230  1,622,244 1,957,281 

       

総給付費（介護サービス給付費+介護予防サ

ービス給付費） 
28,513,476  29,225,993  30,020,811  30,593,595 37,136,078 
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10,342,619 10,541,351 10,681,984 11,623,013 12,021,227 12,369,940 12,875,607

16,939,872
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5,640,311 5,875,270 6,146,476 6,327,729

8,169,191
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8,646,673 8,646,673 8,750,568 8,582,307

8,582,307

1,067,139 1,061,161 1,065,639
1,111,497 1,140,435

1,170,597 1,185,708

1,487,427
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（３）介護サービス給付費の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単位未満で四捨五入しています。 

 

（４）介護予防サービス給付費の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単位未満で四捨五入しています。 

  

第８期計画期間 

第８期計画期間 
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第２節 地域支援事業等の推計 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業費推計の総量 

① 介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス、介護予防ケア 

マネジメント等の見込み量・事業費推計 
（単位：上段：千円/年、下段：人/月） 

 
 

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

（１） 訪問型サービス       

 介護予防訪問介護相当サー

ビス 

事業費 306,703 311,697 316,691 326,933 389,653 

 人数 1,323 1,345 1,366 1,411 1,681 

 生活援助型訪問サービス 事業費 8,003 11,032 14,070 16,948 40,931 

   人数 50 69 88 106 256 

（２） 通所型サービス       

 介護予防通所介護相当サー

ビス 

事業費 544,021 552,879 561,737 579,904 691,155 

 人数 1,981 2,013 2,045 2,111 2,516 

 運動型通所サービス 事業費 3,172 6,792 9,744 12,697 34,844 

   人数 21 46 66 86 236 

（３）介護予防ケアマネジメント 
事業費 92,119 93,619 95,119 98,195 117,033 

人数 1,752 1,780 1,809 1,867 2,226 

合計 事業費 954,018 976,019 997,361 1,034,677 1,273,616 

 

 

② 介護予防・日常生活支援総合事業事業費推計の総量 
（単位：円/年） 

 
 

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

介護予防・生活支援サービス事

業費 
1,063,828,000  1,066,504,000  1,085,558,000 1,153,544,000 1,347,464,000 

一般介護予防事業費 226,589,000 241,823,000 248,651,000 264,224,000 318,335,000 

計 1,290,417,000 1,308,327,000 1,334,209,000 1,417,768,000 1,665,799,000 

 

 

（２）包括的支援事業及び任意事業費推計の総量 

（単位：円/年）   

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

包括的支援事業 

(地域包括支援センターの運営) 
448,376,000  579,869,000  585,328,000  598,160,000  616,003,000  

包括的支援事業（社会保障充実分） 224,332,000  419,302,000  419,302,000  419,302,000  419,302,000  

任意事業 69,532,000  69,954,000  70,454,000  69,954,000  75,454,000  
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（３）地域支援事業費計 

（単位：円/年）   

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

地域支援事業費 2,032,657,000  2,377,452,000  2,409,293,000  2,505,184,000  2,776,558,000  

 

 

（４）保健福祉事業費推計の総量 

本広域連合では、保険者機能強化推進交付金を活用し、保健福祉事業として高齢者の自立支

援、介護予防・重度化防止等に資する取組を推進します。 

 また、地域支援事業の任意事業で実施する介護用品支給事業については、市町村特別給付

等への移行等、任意事業としての縮小・廃止の方向性が国から示されています。本広域連合

では、高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を継続するため、保健福祉事業として支給事業を

実施します。 

（単位：円/年）   

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

介護予防、自立支援等推進事業 65,105,000  70,555,000  70,555,000 70,555,000 70,555,000 

在宅介護継続支援事業（介護用品支給） 18,000,000 18,387,000 18,778,000 24,063,000 30,628,000 

計 83,105,000 88,942,000 89,333,000 94,618,000 101,183,000 
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23.0%

居宅給付費

第３節 第１号被保険者の保険料の算定 

介護保険の財源は、第１号被保険者の保険料のほか、第２号被保険者の保険料、国・県・保

険者の負担金、国の調整交付金によって構成されます。第１号被保険者の負担割合は、第８

期計画では、第７期計画と同様、23.0％になりました。 

 

■保険給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域支援事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

97 

（１）介護保険料算出の流れ 

① 第１号被保険者負担相当額 

第８期計画における第１号被保険者負担相当額は、標準給付費と地域支援事業費の合計

金額の 23.0％で算出します。なお、保健福祉事業は、全額が第１号被保険者負担相当額と

なります。 

 

 

 

 

② 調整交付金 

調整交付金は、第１号被保険者の後期高齢者の割合や所得段階別割合による保険者間の

格差を調整するために国から交付されます。第８期では、交付割合を 5.10～5.61％と見

込みます。 

 

③介護給付費準備基金の取り崩し 

介護給付費準備基金とは、各計画期間における保険料の余剰分を積み立て、本計画及び

次期計画期間において、保険料の不足分に充てるために活用する基金です。第８期でも基

金取り崩しを見込みます。 

 

④保険料収納必要額の算出 

以上をもとに、保険料収納必要額を算出します。 

 

 

 

 

⑤予定保険料収納率の算出 

第８期計画期間における収納率は、実績から、98.0％と見込みます。 

 

⑥第１号被保険者数の補正 

第１号被保険者の数を保険料の負担額に応じて補正します。 

 

⑦第１号被保険者の介護保険料基準額の算出 

予定保険料収納率を反映した保険料収納必要額を補正後の第１号被保険者数で除算し、

保険料基準額を算出します。 

 

 

  

第１号被保険者 

負担相当額 

標準 

給付費 

地域支援 

事業費 

第１号被保険者 

の負担割合 

保険料収納 

必要額 

第１号被保険者 

負担相当額 

調整交付金のうち 

５％を超える額 

基金 

取り崩し額 

保健福祉 

事業費 
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（２）第１号被保険者の保険料基準額 

 

 （単位：円） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合   計 

標準給付費見込額 

 ＋地域支援事業費 
32,041,848,233 33,061,114,774 33,920,958,516 99,023,921,523 

標準給付費見込額 30,009,191,233  30,683,662,774  31,511,665,516  92,204,519,523 

 総給付費 28,513,476,000  29,225,993,000  30,020,811,000  87,760,280,000 

 

特定入所者介護サービス

費等給付額（財政影響額

調整後） 

724,960,424  675,625,980  688,243,311  2,088,829,715  

 
高額介護サービス費等給

付額（財政影響額調整後） 
624,401,014  632,359,581  649,081,787  1,905,842,382 

 
高額医療合算介護サービ

ス費等給付額 
104,664,406  107,085,470  109,917,254  321,667,130  

 算定対象審査支払手数料 41,689,389  42,598,743  43,612,164  127,900,296 

地域支援事業費 2,032,657,000  2,377,452,000  2,409,293,000  6,819,402,000 

第１号被保険者数 99,655  100,302  100,946  300,903 

 

（中・長期推計）                                  （単位：円） 

 令和７年度 令和２２年度 

標準給付費見込額 

 ＋地域支援事業費 
34,633,260,730 41,857,893,145 

標準給付費見込額 32,128,076,730  39,081,335,145 

 総給付費 30,593,595,000 37,136,078,000 

 
特定入所者介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
713,233,952 879,440,406 

 
高額介護サービス費等給付額 

（財政影響額調整後） 
663,745,654 865,444,241 

 高額医療合算介護サービス費等給付額 112,400,472 146,556,653 

 算定対象審査支払手数料 45,101,652 53,815,845 

地域支援事業費 2,505,184,000 2,776,558,000 

第１号被保険者数 102,241 105,421 
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（２）介護保険料段階 

第８期においては、一部の保険料段階の基準所得額が見直されます。 

また、第７期まで設定していた高所得者に対する段階設定については、第８期も継続する

ものとしています。 

 

■保険料段階の比較（第７期及び第８期） 

第７期事業計画における保険料段階  第８期事業計画における保険料段階 

段階 要件 率  段階 要件 率 

第１

段階 

・生活保護者、老齢福祉年金

で世帯全員非課税 

・世帯全員非課税で「合計所

得＋課税年金収入額」が 80

万円以下の方 

0.5  第１

段階 

・生活保護者、老齢福祉年

金で世帯全員非課税 

・世帯全員非課税で「合計

所得＋課税年金収入額」

が 80 万円以下の方 

0.5 

第２

段階 

世帯全員非課税で「合計所得

＋課税年金収入額」が 120万

円以下の方 

0.75  第２

段階 

世帯全員非課税で「合計所

得＋課税年金収入額」が

120万円以下の方 

0.75 

第３

段階 

世帯全員非課税で上記を除く

方 
0.75  第３

段階 

世帯全員非課税で上記を除

く方 
0.75 

第４

段階 

本人非課税（世帯内に課税者

がいる場合）で「合計所得＋

課税年金収入額」が 80万円以

下の方 

0.9  第４

段階 

本人非課税（世帯内に課税

者がいる場合）で「合計所

得＋課税年金収入額」が 80

万円以下の方 

0.9 

第５

段階 

本人非課税（世帯内に課税者

がいる場合）で上記を除くの

方 

1.0  第５

段階 

本人非課税（世帯内に課税

者がいる場合）で上記を除

くの方 

1.0 

第６

段階 

本人課税で合計所得金額が

120万円未満の方 
1.2  第６

段階 

本人課税で合計所得金額が

120万円未満の方 
1.2 

第７

段階 

本人課税で合計所得金額が

120万円以上 200万円未満の

方 

1.3 
変

更 

第７

段階 

本人課税で合計所得金額が

120万円以上 210万円未満

の方 

1.3 

第８

段階 

本人課税で合計所得金額が

200万円以上 300万円未満の

方 

1.5 
変

更 

第８

段階 

本人課税で合計所得金額が

210万円以上 320万円未満

の方 

1.5 

第９

段階 

本人課税で合計所得金額が

300万円以上 400万円未満の

方 

1.7 
変

更 

第９

段階 

本人課税で合計所得金額が

320万円以上 400万円未満

の方 

1.7 

第 10

段階 

本人課税で合計所得金額が

400万円以上 600万円未満の

方 

1.9 

継 

第 10

段階 

本人課税で合計所得金額が

400万円以上 600万円未満

の方 

1.9 

第 11

段階 

本人課税で合計所得金額が

600万円以上の方 
2.1 

続 第 11

段階 

本人課税で合計所得金額が

600万円以上の方 
2.1 

※第７期の第１～４段階の「所得※」は、「合計所得金額＋課税年金収入額－課税年金に係る雑所得」のこと 

です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料確定後、値を挿入 
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（３）所得段階別保険料 

第８期における第１号被保険者の介護保険料については、所得に応じた負担を適切に求め

るための設定を行います。 

 

■第８期事業計画における保険料段階 

保険料 

段階 
対象者 

第８期 

賦課割合 
月額保険料 

（円） 

年間保険料 

（円） 

第１段階 

・生活保護者、老齢福祉年金で世帯全員非課税 

・世帯全員非課税で「所得※」が 80 万円以下の

方 

0.5   

第２段階 
世帯全員非課税で「所得※」が 120 万円以下の

方 
0.75   

第３段階 世帯全員非課税で上記を除く方 0.75   

第４段階 
本人非課税（世帯内に課税者がいる場合）で 

「所得※」が 80 万円以下の方 
0.9   

第５段階 
本人非課税（世帯内に課税者がいる場合）で上

記を除く方 
1.0   

第６段階 本人課税で合計所得金額が 120 万円未満の方 1.2   

第７段階 
本人課税で合計所得金額が 120 万円以上 210

万円未満の方 
1.3   

第８段階 
本人課税で合計所得金額が 210 万円以上 320

万円未満の方 
1.5   

第９段階 
本人課税で合計所得金額が 320 万円以上 400

万円未満の方 
1.7   

第 10 段階 
本人課税で合計所得金額が 400 万円以上 600

万円未満の方 
1.9   

第 11 段階 本人課税で合計所得金額が 600 万円以上の方 2.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料確定後、値を挿入 

 


